
案件番号 0518

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 APEC第1回高級実務者会合開催関連経費
案件開始

年度
平成21年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第4条
関係する計
画、通知等

韓国APEC(05年)にて，2010年日本APEC開催が決
定。昨年のｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙAPEC首脳会議で鳩山総理か
らＡＰＥＣの日本開催について説明。

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

　2010年APEC議長国として，会議の円滑な実施を行うこと(＝1995年大阪APEC以来2度目の日本開催。09年(ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ)・10年(日本)・11年(米国)はAPECの今後のあり方を設定する上で重要な3年間。)

担当部局 大臣官房 担当課室 日本APEC準備事務局 事務局長　引原　毅

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

　平成22年(2010年)に我が国が議長国となって，アジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議他，APECの各種会議等を
開催することとなっているところ，そのうちの第1回高級実務者会合の開催に必要となった経費。
　なお，開催に関する経費は，APEC関連官庁である外務省，経済産業省及び財務省の三省が拠出金の分担率（外
務省45%，経産省40%，財務省15%）に応じて，その負担をそれぞれ分担する。

実施状況 平成22年2月15日から27日までの日程で広島市において開催。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 0 0 159

23年度要求

予算額(当初） 0 0 159 0

執行率 0 0 99%

執行額 0 0 157

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

一般競争入札にて調達。
契約履行時に別紙のとおり確認済み。

見直しの
余地

今後も同様に確認作業を継続していく。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

----------------------------------------------------------------------------------------

費用総額(執行ベース) 0 0 350

補
　
記

費用総額は，4月16日時点の3省合計見込額。



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)

別　紙



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

A.ザ・コンベンション E.会場借上げ

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

借損 Ａ社　音響設備 40 借損 (財)広島平和文化センター 14

借損 Ｃ社　会場設備設営 2

消耗品費 Ｂ社　消耗品 3 借損 （株）プリンスホテル 173

借損 Ｅ社　会場設営 1

消耗品費 Ｄ社　消耗品 1

借損 Ｆ社　ＯＡ機器 2

借損 Ｇ社　ＡＶ機器 1

会議費

雑役務費

Ｉ社　会議飲料関係

支援要員

3

25

借損

借損

外部委託

Ｋ社　会場設営

Ｌ社　ＯＡ機器

Ｎ社　医療関係

4

22

3

通信費 Ｑ社　通信業務 1

会議費 Ｏ社　会議飲料関係 2

借損 Ｐ社　会場設営 5

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

B.識別証関係業務 F.ワーキングランチ，ディナー関係

計 115 計 187

雑役務費 (株)ジェイコム 3 会議費 （株）プリンスホテル 2

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C.接遇要員関係業務 G.荷物輸送業務関係

計 3 計 2

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D.車両関係業務 H.印刷製本関係

計 0 計 0



　

【出張命令】

事務局員他出張者

9.1 百万円

( 24.3 百万円)

出張

0.2 百万円 0.9 百万円 0.6 百万円

Ｇ社

159.3 百万円

63.8 百万円 2.0 百万円 0.6 百万円 6.7 百万円 84.2 百万円 0.9 百万円 0.0 百万円 0.0 百万円

【競争性のない随意契約】【一般競争入札】

Ａ．(株)ザ・コンベンション

【一般競争入札他】【一般競争入札他】

( 141.7 百万円) ( 14.9 百万円)

【一般競争入札他】

会議運営業務 印刷製本関係

【随意契約（少額）】

（見積合わせ）

Ｇ．(株)ｲｼｶﾜｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
他1社

( 0.1 百万円)

荷物輸送業務関係

【随意契約（少額）】 【随意契約（少額）】

（見積合わせ）

Ｈ．（株）エス・アンド・ピー
カンパニー

( 0.0 百万円)

ﾜｰｷﾝｸﾞﾗﾝﾁ，ﾃﾞｨﾅｰ関係

Ｅ．(株)プリンスホテル他1
団体

( 187.1 百万円)

会場借上げ

Ｆ．(株)プリンスホテル他1
社

( 2.0 百万円)

車両関係業務

Ｄ．(株)JTBｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹ
ﾃｨﾝｸﾞ&ﾄﾗﾍﾞﾙ他1社

識別証関係業務

Ｃ．(株)ｺﾝｸﾞﾚG他1団体

( 1.3 百万円)

接遇要員業務関係

Ｂ．(株)ジェイコム他2社

( 4.4 百万円)

17.8 百万円 1.5 百万円

Ｂ社

( 3.4 百万円)

Ａ社

( 39.6 百万円)

Ｄ社

( 0.6 百万円)

Ｃ社

( 1.6 百万円)

0.7 百万円 0.3 百万円

( 1.4 百万円)

Ｆ社

( 1.9 百万円)

Ｅ社

( 0.5 百万円)

外 務 省

( 354.0 百万円)

※ボックス内（　）書きは，三省合計金額

0.0 百万円 1.2 百万円 0.1 百万円 1.8 百万円 10.0 百万円 0.1 百万円 1.4 百万円

会場運営関係 医療体制関係消耗品関係 会議用飲料関係 会場設営関係 会場設営関係 ＯＡ機器関係

支援要員 Ｏ社 Ｐ社 Ｑ社

11.2 百万円 0.9 百万円 2.1 百万円

音響機器関係 消耗品関係 会場設営関係 ＡＶ機器関係消耗品関係 会場設営関係

( 0.1 百万円) ( 2.7 百万円) ( 0.2 百万円) ( 3.9 百万円) ( 22.3 百万円)

Ｈ社 Ｉ社 Ｊ社 Ｋ社 Ｌ社 Ｍ社 Ｎ社

( 0.3 百万円) ( 3.0 百万円)

ＯＡ機器関係

0.2 百万円

会議運営要員関係 会議用飲料関係 会場設営関係 通信関係業務

( 24.8 百万円) ( 2.0 百万円) ( 4.7 百万円) ( 0.5 百万円)



補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

出張旅費の支給については、航空賃の見積もり合わせを行い、適正な料金の適用を図るとともに、日当宿泊料につい
ては、国家公務員等の旅費に関する法律に沿って適正に支給している。

見直しの
余地

今後は，ＥＰＡ交渉が複雑化していく中で，限られた予算を有効に活用して、できる限り多くの交渉機会を設ける必要が
ある。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

抜本的改善（事業見直し、単価見直しによる減）

115 105 98

費用総額(執行ベース) 95 78 56

執行率 82.1% 74.0% 57.3%

23年度要求

予算額(当初） 115 105 98 75 38

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

（１）韓国とは、平成２１年度中の大筋合意を目指して集中的に会合を行う。
（２）ＡＳＥＡＮとは､平成２０年度に署名を行ない、平成２１年度はサービス投資交渉の会合に参加する。
（３）インドとは、平成２１年度においても、大筋合意を目指して条文交渉会合を継続して開催する。
（４）ＧＣＣと豪州は、平成１９年度から交渉が開始したが、平成２１年度も引き続き交渉を行う。
（５）東アジア・太平洋地域には、様々な広域経済連携についての構想があり、同地域の主要国との間で、将来の広域
経済連携に関する協議を進める。

実施状況

ＥＰＡ交渉会合の開催は、相手国との協議のもとで日程が決定されるところ、平成２１年度においては、日ＧＣＣ・ＥＰＡ
及び日韓ＥＰＡの本会合は開催に至らず、日豪ＥＰＡ及び日印ＥＰＡの現地での開催回数はそれぞれ１回であったた
め、予算残額が生じた。その一方で､急遽交渉が立ち上がった日ペルーＥＰＡ交渉の出張旅費については、予算措置
がなかったが、本件予算を活用して交渉会合に出席した。
なお、日豪、日印等の交渉が先送りとなったことから、平成２２年度当初において、これら会合の開催が集中することと
なっている。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

執行額 95 78 56

予算額(補正後）

案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

経済戦略大綱において、「アジア諸国との経済連携協定（ＥＰＡ）の早期締結等東アジア圏の構築に向けた経済連携の
取組」が項目のひとつに挙げられており、「遅くとも２０１０年には我が国全貿易額に占める割合が２５％以上になって
いること」が期待されている。
経済局は、経済連携協定（ＥＰＡ）交渉の主管局であり、各国とのＥＰＡ交渉会合等に出席し、交渉の早期妥結に向けて
取り組む。更に、ＡＰＥＣメンバー、ＥＡＳ加盟国等と域内の様々な広域経済連携について協議を行う。

担当部局 経済局 担当課室 経済連携課 課長　塚田　玉樹

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0519

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 自由貿易協定・経済連携協定交渉経費
案件開始

年度
平成１６年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第１項ロ

関係する計
画、通知等

今後の経済連携協定の推進についての基本方針
経済成長戦略大綱



外務省

首席代表他41名

59百万円

資金の流れ
(資金の受け取

り先が何を
行っているか
について補足

する)
(単位:百万円)

59百万円

・多角的自由貿易体制の維持・強化の経済連携の推進

詳細別紙のとおり



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

A. F.

5.2 計 2.5

計 3.3 計 1.9

旅費 日韓ＥＰＡ 0.2

旅費 日星ＥＰＡ 0.4

旅費 日豪ＥＰＡ 0.4 旅費 日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ(2回) 0.5

旅費 日ペルーＥＰＡ(3回) 2.9 旅費 日米広域経済連携(2回) 0.8

E. J.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 3.3 計 2.1

旅費 日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ 0.5

旅費 日印ＥＰＡ(2回) 0.9

旅費 日ペルーＥＰＡ(3回) 3.3 旅費 日豪ＥＰＡ 0.7

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

3.3 計 2.1

D. I.

計

旅費 日印ＥＰＡ 0.3

旅費 日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ 0.4

旅費 日ペルーＥＰＡ（３回） 2.3 旅費 日印ＥＰＡ(2回) 1.4

旅費 日豪ＥＰＡ 0.3 旅費 日豪ＥＰＡ 0.7

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 4.1 計 2.5

C. H.

旅費 日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ（2回） 0.2

旅費 日ペルーＥＰＡ(2回) 3.6 旅費 日印ＥＰＡ 0.3

旅費 日豪ＥＰＡ 0.3 旅費 日ペルーＥＰＡ(2回) 2.2

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計

B. G.

旅費 日ＧＣＣ　ＥＰＡ 1.5

旅費 日ペルーＥＰＡ（2回） 2.4

2.2

旅費 日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ（2回） 1.0 旅費 日印ＥＰＡ 0.3

使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

旅費 日韓ＥＰＡ 0.3 旅費 日ペルーＥＰＡ(2回)

費　目



Ａ． Ｆ．

Ｇ．

Ｂ．

Ｈ．

Ｃ．

Ｉ．

Ｄ．

Ｊ．

Ｅ．

別紙

・日豪ＥＰＡ

・日米広域経済連携（2回）

知的財産担当官 ・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ（２回）

3.3百万円 ・日シンガポール広域経済連携

・日ペルーＥＰＡ（３回） ・日韓ＥＰＡ

・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ

サービス分野交渉官

3.3百万円 広域経済連携担当官

・日ペルーＥＰＡ（３回） 1.9百万円

・日ペルーＥＰＡ（３回） 2.1百万円

・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ ・日豪ＥＰＡ

・日印ＥＰＡ ・日印ＥＰＡ（２回）

・日豪ＥＰＡ

政府調達分野担当官 ・日印ＥＰＡ（２回）

3.3百万円

・日豪ＥＰＡ サービス貿易分野交渉官

4.1百万円 ・日印ＥＰＡ

・日豪ＥＰＡ

・日ペルーＥＰＡ（２回） 共同議長

・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ（２回） 2.1百万円

・日ペルーＥＰＡ（２回）

・日ＧＣＣ　ＥＰＡ 政府調達分野交渉官

2.5百万円

物品（市場アクセス）分野交渉官 ・日ペルーＥＰＡ（２回）

5.2百万円 2.5百万円

・日韓ＥＰＡ ・日ペルーＥＰＡ（２回）

・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ（２回） ・日印ＥＰＡ

外務省

59百万円

・多角的自由貿易体制の維持・強化の経済連携の推進

首席代表 知的財産分野交渉官



・日ペルーＥＰＡ（２回）
・日韓　ＥＰＡ ビジネス・整備・環境分野担当官（Ａ）

・日印　ＥＰＡ 0.6百万円

・日ペルーＥＰＡ（３回）
・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ 知的財産分野担当官

1.0百万円
物品分野担当官（Ｃ） ・日印ＥＰＡ

・日豪ＥＰＡ 知的財産分野交渉官
0.8百万円

物品分野担当官（Ｂ）

1.2百万円
・日ペルーＥＰＡ（２回）
・日印ＥＰＡ

1.6百万円
0.6百万円 ・日ペルーＥＰＡ（２回）

1.6百万円
サービス担当官（Ｂ） ・日ペルーＥＰＡ（３回）
0.6百万円 ・日印ＥＰＡ
・日印ＥＰＡ ・日豪ＥＰＡ

・日豪ＥＰＡ
サービス担当官（Ａ） ・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ（２回）
0.6百万円
・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ（２回） ビジネス・整備・環境分野担当官（Ｂ）

1.4百万円

サービス担当官（Ｆ）

サービス担当官（Ｅ） 0.3百万円
0.4百万円 ・日豪ＥＰＡ
・日ペルーＥＰＡ

・日印ＥＰＡ ・日ＡＳＥＡＮ ＥＰＡ
・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ

ビジネス・整備・環境分野担当官（Ｄ）

・日豪ＥＰＡ
ビジネス・整備・環境分野担当官（Ｃ）

サービス担当官（Ｃ）

・日豪ＥＰＡ
1.5百万円

1.2百万円
物品分野担当官（Ａ） ・日ペルーＥＰＡ（２回）
0.6百万円 ・日印ＥＰＡ
・日ペルーＥＰＡ

・日中広域経済連携 ・日ペルーＥＰＡ
・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ ・日豪ＥＰＡ
・日タイ広域経済連携
・日インド広域経済連携 競争分野担当官

・日ペルーＥＰＡ ・日豪ＥＰＡ
物品分野交渉官（Ｂ） 政府調達分野担当官
1.2百万円 1.4百万円

・日印ＥＰＡ（２回）
政府調達、競争分野交渉官

物品分野交渉官（Ａ） 1.4百万円
1.3百万円 ・日ペルーＥＰＡ

投資分野担当官（Ｂ）
国別取りまとめ課長（Ｂ） 1.1百万円
1.7百万円 ・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ
・日豪ＥＰＡ ・日豪ＥＰＡ

1.7百万円
国別取りまとめ課長（Ａ） ・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ（３回）
1.3百万円 ・日印ＥＰＡ（３回）
・日米広域経済連携

・日星広域経済連携 ・日豪ＥＰＡ
・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ
・日韓ＥＰＡ 投資分野担当官（Ａ）

総括（Ｂ） 投資分野交渉官
1.3百万円 1.6百万円
・日米広域経済連携 ・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ（３回）

1.2百万円 ・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ
・日韓広域経済連携 ・日豪ＥＰＡ
・日米広域経済連携 ・日印ＥＰＡ

0.6百万円 ・日豪ＥＰＡ
・日米広域経済連携

サービス担当官（Ｆ）
総括（Ａ） 1.2百万円

・日ペルーEPA サービス担当官（Ｇ）
・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ（２回） 0.8百万円

・日ＧＣＣ　ＥＰＡ
事務局次長（Ｂ） ・日タイ広域経済連携

・日韓EPA ・日ＡＳＥＡＮ　ＥＰＡ
・日豪ＥＰＡ

事務局次長（Ａ） ・日印ＥＰＡ
1.4百万円

事務局長 サービス担当官（Ｆ）
0.2百万円 1.2百万円



案件番号 0520

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 作成責任者
案件開始

年度

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

　平成22年(2010年)に我が国が議長国となって，アジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議他，APECの各種会議等を
開催することとなっているところ，その円滑な実施と成功に向けて，外務省として準備態勢を整えるとともに，会議の開
催等に必要となった経費。
　なお，開催に関する経費は，APEC関連官庁である外務省，経済産業省及び財務省の三省が拠出金の分担率（外
務省45%，経産省40%，財務省15%）に応じて，その負担をそれぞれ分担する。

　2010年APEC議長国として，会議の円滑な実施を行うこと(＝1995年大阪APEC以来2度目の日本開催。09年(ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ)・10年(日本)・11年(米国)はAPECの今後のあり方を設定する上で重要な3年間。)

平成21年度APEC日本開催準備事務局関連経費

担当課室 日本APEC準備事務局

上位政策

事務局長　引原　毅大臣官房

一般会計

担当部局

会計区分

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

見直しの
余地

現状維持

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

費用総額は，4月16日時点の3省合計見込額。

今後も同様に確認作業を継続していく。

0 40%

実施状況

予算の状況
（単位:百万円）

65

執行率 0

　平成21年9月1日付けで外務省大臣官房に「日本ＡＰＥＣ準備事務局」を設置し，開催準備業務を実施。

0

予算額(当初） 0

22年度 23年度要求

0

0

0 65 590

予算額(補正後） 0

費用総額(執行ベース) 0 0 70

一般競争入札にて調達。
契約履行時に別紙のとおり確認済み。

21年度

26

国際経済に関する取組に必要な経費

執行額

関係する計
画、通知等

外務省設置法第4条
韓国APEC(05年)にて，2010年日本APEC開催が決
定。昨年のｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙAPEC首脳会議で鳩山総理か
らＡＰＥＣの日本開催について説明。

19年度 20年度



別　紙
資金の流れ

(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)



A.非公式会合会議運営業務 E.派遣職員等関係

金　額
(百万円）

(株)コングレ　派遣職員 1

アルファ設計　派遣職員 1

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目

外部委託 Ａ社　会場借料 2 雑役務費

人件費 運営要員10名 1 雑役務費

使　途

B.事務局運営関係 F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

2計 3 計

借損 富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株)　OA機器借料 2

借損 広友リース(株)　什器借料 8

雑役務費 富士通(株)　OA機器設営 1

C.事務局事業関係

費　目 使　途
金　額

(百万円）

0

費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

計 12 計

(株)ﾌｫｰｻｲﾄ　資料ﾎﾙﾀﾞ購入他 7

雑役務費 (株)日ﾃﾚｱｯｸｽｵﾝ　ﾋﾞﾃﾞｵ制作 10

使　途
金　額

(百万円）

0

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目

D.レセプション等関係 H.

計 17 計

G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）

0計 0 計



出張

【出張命令】

事務局員他出張者

5.8 百万円

( 25.9 百万円)( 1.5 百万円)

1.6 百万円

( 6.3 百万円) ( 15.0 百万円) ( 19.0 百万円)

派遣職員等関係
非公式会合会議運営業
務

事務局運営関係 事務局事業関係 レセプション等関係 印刷製本関係

2.8 百万円 6.8 百万円 8.6 百万円 0.7 百万円 0.2 百万円

( 0.4 百万円)

【一般競争入札】 【一般競争入札他】 【一般競争入札他】 【随意契約(少額)】 【随意契約(少額)】 【一般競争入札他】

( 3.6 百万円)

Ａ．(株)コングレＧ Ｂ．広友リース(株)他17社 Ｃ．(株)日ﾃﾚｱｯｸｽｵﾝ他11社
Ｄ．（株）東京ﾋｭｰﾏﾆｱｴﾝﾀ
ﾌﾟﾗｲｽﾞﾎﾃﾙ日航東京他2
社

Ｅ．(株)ｴｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾟｰｶﾝﾊﾟ
ﾆｰ他1社

Ｆ．(株)コングレ他4社

外 務 省

( 143.1 百万円)

64.5 百万円

※ボックス内（　）書きは，三省合計金額

通信関係業務

Ｄ社

( 0.0 百万円)

通信関係業務

Ｅ社

( 0.1 百万円)

0.0 百万円 0.0 百万円

支援要員

Ｃ社

( 0.2 百万円)

0.5 百万円 0.1 百万円

支援要員10名

( 1.1 百万円)

放送機材設営業務

Ａ社

( 2.3 百万円)

会場借上げ関係業務

Ｂ社

( 0.3 百万円)

1.0 百万円 0.1 百万円

車両関係業務



補
　
記

16

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

　支出先はいずれもＷＴＯ紛争解決やＷＴＯ協定について知見と経験を有する海外法律事務所であり、適切な選択であった
と考えられる。

見直しの
余地

　１件あたりの単価として相当額を見込んでおく必要がある中、必要性に応じて案件を選択して、引き続き適切な執行に努め
る。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

抜本的改善（事業見直し、単価見直しによる減）

費用総額(執行ベース) 40 31 16

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

　ＷＴＯ紛争解決手続においては、紛争当事国は意見書を提出し、口頭聴聞で意見陳述や質疑応答を行うことが求められ
る。また、パネル段階では、口頭聴聞の後に書面での質問に対する回答も提出する必要もある。この一連のプロセスにおい
ては、法的な主張を明晰かつ説得力をもって展開することが不可欠であり、我が国としても、先例に関する迅速な調査・整理
をしつつ、精緻な議論や明晰な意見書案の作成を、法律専門家の支援を受けて迅速かつ効率的に行うことが必要。また、紛
争案件となる可能性のある問題について専門家の意見を聴取することも、我が国の対応に遺漏無きを期すためにも有益。

実施状況 　海外の３法律事務所に対し、４件の委嘱調査を依頼。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 31 30 36

23年度要求

予算額(当初） 31 30 36 33 21

執行率 130.5% 104.6% 42.9%

執行額 40 31

案件番号 0521

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 ＷＴＯ紛争処理に関する委託調査
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

外務省設置法第４条第１項
外務省設置法第４条第２項
外務省設置法第４条第３項

関係する計画、
通知等

案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

　ＷＴＯ紛争解決手続において、問題となる措置のＷＴＯ協定との整合性などの法的な問題につき、一貫した効果的な説明を
展開することは不可欠。特に、パネル、上級委員会に対して提出する必要がある意見書と参考資料は、裁判の訴状と証拠に
相当する役割を果たすものと言え、これらの作成に当たっては限られた時間で可能な限り緻密な作業を行う必要がある。

担当部局 経済局 担当課室 国際貿易課 課長　　飯島　俊郎

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済等に関する取組に必要な経費



弁護士費用

【競争性のない随意契約】

Ｃ．DLA Piper法律事務所

４．１百万円資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

【競争性のない随意契約】
Ａ．Herbert Smith LLP法律事務所

３．７百万円

弁護士費用

【競争性のない随意契約】

外務省 Ｂ．Akin Gump法律事務所

弁護士費用

１５．６百万円 ７．７百万円



計 0 計 0

Ｄ． H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 4.1 計 0

計 7.7 計 0

人件費 弁護士費用（２名） 4.1

Ｃ．DLA Piper法律事務所 G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

人件費 弁護士費用（３名） 7.7

Ｂ．Akin Gump法律事務所 F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 3.7 計 0

人件費 弁護士費用（１名） 3.7

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。使
途と費目の双方
で実情が分かる

ように記載）

Ａ．Herbert Smith LLP法律事務所 Ｅ．

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

産官学で構成され、ＡＰＥＣの公式オブザーバーでもある環太平洋経済協力会議（ＰＥＣＣ）を通じ、政府間のみならず、様々
なレベルでの協力関係を構築し、アジア太平洋地域協力の推進に積極的に貢献する。

担当部局 経済局 担当課室 アジア太平洋経済協力室 室長　佐々山　拓也

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0522

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 環太平洋連帯構想関係費
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

外務省設置法第四条第一項
外務省設置法第四条第三項

関係する計画、
通知等

執行額 19 16 19

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

ＰＥＣＣ日本委員会事務局として、国際総会・常任委員会・調整委員会等への出席、各メンバー国・地域委員会との連絡・調
整の他、国内総会の開催、個別分野毎のタスクフォース活動の連絡・調整、活動記録の保管、インターネットを通じた広報活
動等の実施。

実施状況 年数回、平成２１年度は２回の会議を行った。また、通常の事務局運営として、職員２名を配置。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 21 21 20

23年度要求

予算額(当初） 21 21 20 17 16

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

　本件予算には、事務局運営費以外に海外で行われるＰＥＣＣ会議に外務省より参加するための経費も含まれており、他の
参加エコノミーについても活動を把握した上で、我が国ＰＥＣＣ事務局の機能、会議の場での効果等、検証提案等出来るよう
努めている。

見直しの
余地

　ＰＥＣＣ日本委員会事務局運営業務として毎年公募を行い、１者のみの応札であったため、その１者との契約を結んできて
いたが、更なる競争性をもたせることが必要との判断から、平成２３年度以降は企画競争を実施する予定。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

一部改善（事業見直し、単価見直しによる減）

費用総額(執行ベース) 19 16 19

89.0% 74.5% 93.6%

補
　
記



【出張】 【出張】 【出張】

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

外務省
19.1百万円

我が国設置の委員会運営経
費

【公募】

A．（財）日本国際問題研究所
14.6百万円

PECC委員
3.7百万円

担当官
0.3百万円

担当官
0.4百万円

有識者（１３人）
0.1百万円

通信関係費（３社）
0.1百万円

ﾘｰｽ（ｺﾋﾟｰ機OA機器）
0.5百万円

資料購入
0.1百万円

ＰＥＣＣ国内総会出席 国内外との通信費
コピー機、パソコンの

賃借
執務参考資料の購入

PECC常任委員会
及び総会出席

PECC常任委員会
及び総会出席

PECC国際会議出
席

我が国設置の委員会運営経
費

【競争性のない随意契約】 【競争性のない随意契約】 【競争性のない随意契約】 【競争性のない随意契約】



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。使
途と費目の双方
で実情が分かる

ように記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

人件費

その他 会議費、消耗品、文房具、資料、通信費等 4.0

学者 0.1

事務局人件費 10.0

旅費 ＰＥＣＣ事務局長、委員等 3.7

計 17.8 計 0.0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0.0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0.0 計 0

計 0.0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

（１）国際経済情勢の調査に必要な図書、定期刊行物の入手
（２）膨大な業務を補助する要員の配置

担当部局 経済局 担当課室 政策課 課長　市川　とみ子

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0523

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 国際経済情勢資料収集費
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第１項ロ

関係する計画、
通知等

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

（１）国際経済情勢の調査に必要な図書（３０冊）、定期刊行物（２５種）の購入経費
（２）経済局各課室における事務に関する文書の作成、複写、配布などの業務量は膨大であり、現員の職員での
　　処理は困難であるためこれらの補助的業務を行う要員（事務補助員：１０名）の配置は不可欠である。

実施状況
（１）図書（２７冊）、定期刊行物等（７種）を購入した。
（２）事務補助員延べ１４名（雇替４名を含む）を雇用した。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 22 20 20

23年度要求

予算額(当初） 22 20 20 18 18

執行率

費用総額(執行ベース) 19 18 18

84.1% 89.4% 87.2%

執行額 19 18 18

補
　
記

経済局は、国際経済に関する取り組みとして、
①対外経済に係る外交政策に関すること
②対外経済関係に関し、日本政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること
③対外経済関係に関し、日本政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に参加すること
④日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること（対外経済関係に関するものに限る）
⑤国際経済事情の調査及び国際経済に関する統計の作成を行うこと
⑥これらのほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること
についての事務を所掌している。

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

（１）各種図書及び定期刊行物から有益な情報等を入手できた。
（２）各事務補助員の勤務状況等を毎月確認し支出した。

見直しの
余地

（１）情報入手のための必要最低限の経費である。
（２）経済局（５課７室）の所掌事務を遂行するにあたり事務補助員の雇用は不可欠である。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持



【競争性のない随意契約】

International Petroleum Encyclopedia 2009 他

【競争性のない随意契約】

外国為替・貿易小六法　他

【競争性のない随意契約】

2008欧州自動車部品産業　他

【競争性のない随意契約】

通商弘報

【競争性のない随意契約】

官報

【競争性のない随意契約】

日刊水産新聞

【競争性のない随意契約】

海上保安関係法令集（追録）

【競争性のない随意契約】

世界経済評論

【競争性のない随意契約】

ガスエネルギー新聞社

【競争性のない随意契約】

オイル＆ガスジャーナル

【公　　　　募】

０．１百万円

東京官書普及（株）

０．０百万円

水産経済新聞社

０．１百万円

外務省

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

（株）紀伊國屋書店

０．１百万円

丸善（株）

０．０百万円

（株）文研堂書店

０．２百万円

日本貿易振興機構

１8百万円 東京法令出版

０．０百万円

世界経済研究協会

０．０百万円

ガスエネルギー
新聞社

０．０百万円

Ｐｅｎｎ　Ｗｅｌｌ

０．０百万円

事務補助員１４名

１７百万円



計 17

E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。使
途と費目の双方
で実情が分かる

ように記載）

A.

人件費 賃金 17

計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第4条

関係する計画、
通知等

韓国APEC(05年)にて，2010年日本APEC開催が決定。
昨年のｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙAPEC首脳会議で鳩山総理からAPEC
の日本開催について説明。

案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

　2010年APEC議長国として，会議の円滑な実施を行うこと(＝1995年大阪APEC以来2度目の日本開催。09年(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)・10
年(日本)・11年(米国)はAPECの今後のあり方を設定する上で重要な3年間。)

案件番号 0524

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 APEC第1回高級実務者会合開催関連経費
案件開始

年度
平成21年度 作成責任者

担当部局 大臣官房 担当課室 日本APEC準備事務局 事務局長　引原　毅

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

　平成22年(2010年)に我が国が議長国となって，アジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議他，APECの各種会議等を開催す
ることとなっているところ，その円滑な実施と成功に向けて，外務省として準備態勢を整えるとともに，会議の開催等に必要な
出張を実施するもの。

実施状況 平成21年9月1日付で大臣官房に「日本ＡＰＥＣ準備事務局」を設置し，開催準備業務を実施。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度要求

予算額(当初） 0 0 18 89

予算額(補正後） 0 0 18

執行額

費用総額(執行ベース) 0 0

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

旅行命令に基づいた適切な支出を確認。

見直しの
余地

今後も旅行命令に基づく適切な支出を実施していく。

0 0 0

執行率 0 0 1%

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

補
　
記



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

外 務 省

64.5 百万円

出張

0.2 百万円

出張者　１名



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。使
途と費目の双方
で実情が分かる

ように記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

経済戦略大綱において、「アジア諸国との経済連携協定（ＥＰＡ）の早期締結等東アジア圏の構築に向けた経済連携の取組」
が項目のひとつに挙げられており、「遅くとも２０１０年には我が国全貿易額に占める割合が２５％以上になっていること」が期
待されている。
経済局は、経済連携協定（ＥＰＡ）交渉の主管局であり、各国とのＥＰＡ交渉会合等に出席し、交渉を速やかに締結することが
期待されている。

担当部局 経済局 担当課室 経済連携課 課長　塚田　玉樹

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0525

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名
自由貿易協定・経済連携協定専門員等

委嘱経費
案件開始

年度
平成１７年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第１項ロ

関係する計画、
通知等

今後の経済連携協定の推進についての基本方針
経済成長戦略大綱

執行額 15 14 15

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

（１）我が国は、特にサービス貿易、投資、知的財産といった分野において、高度な自由化あるいはルール整備を相手国に求
めるようになっており、交渉担当官のより高度で専門的・技術的な知見が求められるので、知見のある専門家に国家公務員
の非常勤の身分を付与して、ＥＰＡ専門員(個人）またはＥＰＡ調査員(企業）として業務委嘱を行い、交渉の一層の効率化・迅
速化を図る。
（２）ＥＰＡ交渉においては、交渉国毎に譲許表の作成が必要であるので、譲許表の知識がある要員を民間業者に派遣を依頼
する。

実施状況

（平成２１年度）
（１）ＥＰＡ専門員　　　　３名・・・・・経安、経サ貿、経機構
（２）ＥＰＡ調査員　　　　２名・・・・・経サ貿､経国貿
（３）譲許表作成　　　　 １名・・・・・経連

予算の状況
（単位:百万円）

 19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 18 20 16

23年度要求

予算額(当初） 18 20 16 20 30

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

知見を有する専門家等の人選に当たっては、それぞれ契約方針を作成し、適正に契約を交わしている。

（１）ＥＰＡ専門員は、外務省ホームページを活用して公募しており、応募候補の中から、人選して契約をしている。
（２）ＥＰＡ調査員は、民需を踏まえた交渉を進めるため、企業等より知見のある人材派遣を受けて契約している。
（３）譲許表作成は、ＥＰＡ交渉状況を勘案して、作業が必要とされる時期に、一般競争入札により、派遣会社と契約している。

見直しの
余地

（１）交渉中のＥＰＡは、分野が多岐にわたり、複雑化しており、更に締結済みＥＰＡも１１本によるところ、今後、締結済みのＥＰ
Ａの再協議や新たなＥＰＡ交渉の開始等も考慮すると、ＥＰＡ調査員及びＥＰＡ交渉専門員の増員が必要となる。

（２）譲許表作成については、締結済みＥＰＡの改訂作業が発生するので、年間を通じた複数名の人材確保が必要となる。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 15 14 15

83.1% 68.6% 94.6%

補
　
記



A E Ｈ

F

B

G

C

D

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

外務本省

15.3百万円

公募 非常勤の国家公務員として採用 一般競争入札

EPA/FTA専門員 EPA/FTA調査員

4.4百万円 1.1百万円 2.0百万円

（１）公募期間 採用期間
日ペルーＥＰＡ譲許表作成の
支援

平成21年1月5日～1月26日 平成21年4月1日～平成21年4月30日

譲許表作成

9.3百万円 4.0百万円 2.0百万円

ｴﾈﾙｷﾞｰ分野専門員 ｻｰﾋﾞｽ分野調査員

平成21年11月13日～11月30日

（２）採用期間

平成22年1月4日～3月31日

投資分野専門員

2.0百万円

（１）公募期間

平成２１年4月1日～12月31日 採用期間

平成21年4月1日～平成22年3月31日

ｻｰﾋﾞｽ分野専門員

0.9百万円

（１）公募期間

(株)オレンジネットプラス

2.0百万円 平成21年5月1日～平成22年3月31日

（１）公募期間

平成21年3月19日～3月26日 ｻｰﾋﾞｽ分野調査員

（２）採用期間 1.5百万円

（２）採用期間

平成21年4月1日～平成22年3月31日 ｻｰﾋﾞｽ分野調査員

1.4百万円

ｻｰﾋﾞｽ分野専門員 採用期間

平成21年2月10日～2月23日

（２）採用期間

平成21年4月1日～平成22年3月31日



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。使
途と費目の双方
で実情が分かる

ように記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目

(エネルギー分野） (サービス分野）

使　途
金　額

(百万円）

人件費 ＥＰＡ／ＦＴＡ専門員　１２ヶ月 4.4 人件費 ＥＰＡ／ＦＴＡ調査員　１ヶ月 1.1

人件費 ＥＰＡ／ＦＴＡ専門員　９ヶ月 2.0 人件費 ＥＰＡ／ＦＴＡ調査員　１１ヶ月 1.4

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 4.4 計 1.1

(サービス分野） (サービス分野）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 2.0 計 1.4

(サービス分野） (サービス分野）

人件費 ＥＰＡ／ＦＴＡ専門員　３ヶ月 0.9 人件費 ＥＰＡ／ＦＴＡ調査員　１２ヶ月 1.5

計 0.9 計 1.5

（投資分野）

人件費 ＥＰＡ／ＦＴＡ専門員　１２ヶ月 2.0 　 　 　

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 2.0 計 0.0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

専門的事項等の調査及び在外公館において対外経済外交を機動的かつ能動的に進めるにあたって、在外公館の足腰強化
を目的とする。

担当部局 経済局 担当課室 政策課 課長　市川　とみ子

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0526

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名
通商経済専門的事項等調査謝金/

経済コンサルタント謝金
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第１項ロ

関係する計画、
通知等

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

個別問題を海外の有力な調査機関に委託して調査を行い、調査結果をたいがい経済政策に活用している。
また在外公館における経済情報収集活動、経済広報活動、その他対外経済外交全般の活動に対するコンサルタント業務を
実施する。

実施状況 詳細別紙

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 19 19 16

23年度要求

予算額(当初） 19 19 16 13 0

執行率

費用総額(執行ベース) 15 11 17

79% 61%

執行額 15 11 17

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

詳細別紙

見直しの
余地

詳細別紙

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

廃止

104%



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

通商経済専門的事項等調査謝金

詳細別紙

5百万円

外務省

1６百万円

経済コンサルタント謝金

詳細別紙

11百万円



人材費 研究員（2名） 1 謝金 謝礼 1

外部委託 経済コンサルタント業者 4 謝金 謝礼 1

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 1 計 1

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 4 計 1

謝金 謝礼 1 謝金 謝礼 1

計 1 計 1

謝金 謝礼 1 謝金 謝礼 1

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

1計 1 計

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。使
途と費目の双方
で実情が分かる

ように記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）



（我が国の資源安全保障の強化に向
け、新興国・途上国での鉱物資源開発
に係る各種リスクや、資金フローの透
明性等を調査）

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

【競争性のない随意契約】

eDaTaIndia

0.2百万円

テキスト本体の譲許表他を電子データ
に変換し、さらに検索機能、書き込み
機能を付加する作業を実施

【競争性のない随意契約】

通商経済専門的事項等調査謝金 A．　UNCTAD（ジュネーブ）

5百万円 1百万円

APEC先進ｴｺﾉﾐｰの経済自由化の情報
収集・データ分析等

【競争性のない随意契約】

B．　経済コンサルタント業者

4百万円



〕

【競争性のない随意契約】

経済コンサルタント（韓国②）
０．１百万円

〔 造船分野の報告書作成及び館員へ
のセミナーの開催等 〕

【競争性のない随意契約】

経済コンサルタント（韓国③）
０．１百万円

〔 住宅・不動産分野に関する報告及び
館員へのセミナーの開催等 〕

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

【競争性のない随意契約】

経済コンサルタント（韓国①）
０．１百万円

〔 労働経済分野の報告書作成及び館
員へのセミナーの開催等

【競争性のない随意契約】

経済コンサルタント（韓国④）
０．１百万円

〔 韓国経済・日韓経済関係の報告書作
成及び館員へのセミナーの開催等

【競争性のない随意契約】

経済コンサルタント謝金
１2百万円

経済コンサルタント（ホーチミン）
０．９百万円

〔 重要な経済問題に関する詳細分析
報告の作成、日越経済関連の助言等

【競争性のない随意契約】

経済コンサルタント（サンパウロ）
０．６百万円

〔 経済・産業動向に関する情報収集、
定期報告会開催及び意見交換等

【競争性のない随意契約】

G．経済コンサルタント（イラン）
１百万円

〔

〕

【競争性のない随意契約】

D．経済コンサルタント（インド）
１百万円

〔
経済関係の講演用資料作成支援。経
済学者等との意見交換会のｱﾚﾝｼﾞ等 〕

【競争性のない随意契約】

経済コンサルタント（メキシコ）
１百万円

〔
経済情勢・政策等に関する情報提供
及び大使館の経済広報活動支援等 〕

〕

【競争性のない随意契約】

C．経済コンサルタント（ＰＮＧ）
１百万円

〔
ＰＮＧにおける石油関連経済及び天
然ガス開発に関する事項
　の報告書作成等

〕

【競争性のない随意契約】

経済コンサルタント（パキスタン）
０．７百万円

〔
経済情勢、財政状況及び新財政政策
等についての意見交換等 〕

〕

【競争性のない随意契約】

経済コンサルタント（パレスチナ）
０．７百万円

〔
パレスチナ経済に係る諸事項に関す
る情報収集・分析、報告書の作成等 〕

【競争性のない随意契約】

H．経済コンサルタント（南ア）
１百万円

〔
依頼したテーマに基づくレポートの提
出、定期的な経済関連の情報提供等 〕

〕

【競争性のない随意契約】

E．経済コンサルタント（ＥＵ）
１百万円

〔 情報収集及び党代表部からの働きか
けに関する助言等 〕

【競争性のない随意契約】

F．経済コンサルタント（ロシア）
１百万円

〔 報告書の提出及び定期的な経済分
野に関するブリーフィング等 〕

経済情勢及び経済政策に関する動
向、機微である情報に関する報告等



実施状況 
・通商経済専門的事項等調査謝金 
（１） eDataIndia 社との契約について 

我が国の経済的利益の確保等を目的として、これまで 11 本の経済連携協定の締結をしてい

るが、締結済みの EPA の関連条項や譲許表等はすべてテキスト冊子（紙媒体）となってい

る。 
      これに対して、多くの交渉相手国では、協定テキストが既に電子化され、作業の効率化を図

っているが、我が国は内容の確認作業が大きな負担となっている。 
         従って、我が国の締結済み EPA テキスト本体及び附属書の電子化及びデータの文字検索機

能付与の作業実施を検討してきたところ、インドにおける IT 関連企業に実施能力のある企

業が多いこと、本邦企業よりもコストも安価で実施出来ることが判明したので、同国企業に

おいて 11 本の電子データ化作業を委託した。 
 

（２） UNCTAD（ジュネーブ）との契約について 
APEC 先進エコノミーの経済自由化の情報収集・データ分析等に関し、UNCTAD 側で２名

の研究員が４０日間に渡り従事。 
 

（３） 経済コンサルタント業者との契約について 
我が国の資源安全保障の強化に向け、新興国・途上国での鉱物資源開発に係る各種リスクや、

資金フローの透明性等に関する調査を実施した。 
 

・経済コンサルタント謝金 
（１） 年間を通じ（単発案件を含め）１２公館で実施済み。（韓国、PNG、パキスタン、パキスタ

ン、ホーチミン、インド、メキシコ、サンパウロ、EU 代、ロシア、イラン、イスラエル、

南ア） 
 
自己点検（支出先・使途の把握水準・状況） 
・通商経済専門的事項等調査謝金 

（１） eDataIndia 社との契約について 
本件は、当初国内での作業を計画していたが、国内企業に依頼した場合、人件費等の関係で

見積額が予算額を大きく超えることが見込まれたことから、インド国内での作業を検討し、

在インド大に適当と思われる IT 企業の発掘を依頼した。その結果、作業に見合う予算額で

作業を請け負う業者が多く発掘できたので、我が方の方針に沿った契約を交わすことが可能

な企業を選定し、金額は少額であったところ、大使館と業者間で契約を交わした。納品も契

約通りの履行され支出についても適正に執行した。 
 
 
 



（２） UNCTAD（ジュネーブ）との契約について 
本件はジュネーブ代表部を通して手配しており、契約・送金・支払手続き・報告書の受領等

一切を我が国ジュネーブ代表部が行っている。契約期間終了後、出納管理より検査検収を行

っている。 
 

（３） 経済コンサルタント業者との契約について 
本件調査には特殊な知見・ノウハウ・人脈が必要とされるため、コンサルタント会社の選定

は本省が中心となって行い、在英大を通じて手配、支払い手続き、報告書の受領等を行った。

契約期間終了後、出納管理より検査検収を行っている。 
 

・経済コンサルタント謝金 
（１） 支出先：各館毎に現地の経済コンサルタントへ支払う。 

       案件の実施状況：第 4 四半期毎に実施状況報告書を提出させている。 
        内容・深度：情報収集、分析、現地への進出する日本企業等に関する助言を行う。財政界

の有識者の紹介を行い、人脈形成を行う。各公館ともこれらのコンサルタン

トを有効に活用している。 
 
自己点検（見直しの余地） 
・通商経済専門的事項等調査謝金 

（１） eDataIndia 社との契約について 
今回の作業によって、今後の EPA 交渉の効率化につながる極めて大きな一歩を作業面で踏

み出すことができたので、引き続き、今回依頼した電子データの更新・更なる展開にあた

っては、改めてインド企業の活用も検討することといたしたい。 
 

（２） UNCTAD（ジュネーブ）との契約について 
APEC のプロセスにおいて急遽調査の必要性が生じ、早急に契約手続きを行うこととなっ

たが、ジュネーブ代表部及び委託先である UNCTAD の積極的な協力により業務は履行さ

れた。 
 

（３） 経済コンサルタント業者との契約について 
調査に必要な知見・ノウハウ・人脈を有する調査会社をより多く発掘することで、業務の

一層の効率化が可能となる。 
 
・経済コンサルタント謝金 

（１） 経済コンサルタントの活動状況を見つつ、必要に応じて年度途中にも実施公館の見直しを

行う等、予算の効率的な執行に努める。 



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

　経済・貿易関係の観点から我が国にとって重要な国及び関連国際機関から、ハイレベルの有力人物を招聘し、日本の政
府要人や財界関係者との意見交換等を行うことを通じて、二国間・多国間の経済交渉の推進、我が国の経済安全保障の
強化、経済面での政策協調等に役立てる。特に、経済交渉等の重要な局面において、時宜をとらえて戦略的・機動的に招
聘を実施する。

担当部局 経済局 担当課室 政策課 課長　市川　とみ子

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0527

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 高級実務者レベル招へい
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第１項ロ

関係する計
画、通知等

執行額 12 12 8

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

　我が国の実情を正しく認識せしめ、二国間の経済関係の促進や多角的貿易体制の維持・強化に役立てるため、我が国
と貿易関係にある各国政府・議会等及び関連国際機関より、貿易経済分野のハイレベル且つ有力な人物を我が国に招待
する。

実施状況
平成２１年度については６件実施。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 13 14 13

23年度要求

予算額(当初） 13 14 13 12 0

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

　被招聘者に対する接遇業務（通訳・エスコート及び宿舎や車両の手配、視察先の選定・アポイントメント等）を委託してお
り、右業務については、外務省職員で行う場合人的負担が大きいまたは外務省職員では不可能であり、委託することが適
当と考えられる。

見直しの
余地

平成２１年度に調達方法を随意契約から公募に変更し、経費削減に努めている。
また、平成２２年度より企画競争へと入札方法を見直すことにより経費削減に務めている。
なお、平成２３年度以降は、本件事業を含め省内の招聘事業を統一することを検討中である。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

抜本的改善（事業見直し、単価見直しによる減、招へい費部分については他の招へいスキームと統合）

費用総額(執行ベース) 12 12 8

92% 90% 63%

補
　
記

平成１９年度：７件実施
平成２０年度：７件実施



航空賃 シビービイラク中央銀行総裁

会食 （株）高松商事

0.6百万円 0.1百万円

ホテルオークラ東京

0.1百万円

0.1百万円

（株）うかい

0.2百万円

（株）なだ万ジパング永田町店

0.1百万円

【競争性のない随意契約】

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

【公募の結果、随意契約】

A.（社）国際交流サービス協会

5百万円

被招聘者への接遇業務（通訳・エ
スコート、宿舎・車両手配、視察先

の選定・アポイントメント等）

（社）国際交流サービス協会

0.6百万円

AWL TRAVEL

8百万円 2百万円 0.4百万円

MIATモンゴル航空

0.2百万円

チェ・ウクKIEP院長

0.6百万円

Fuji tranel

0.5百万円

【競争性のない随意契約】

外務省

（株）聘珍樓

0.0百万円

八菜懐石　長峰

0.0百万円



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ

れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A.（社）国際交流サービス協会 E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

通訳・エスコート 2

宿泊・食事代 1.0

国内切符代 0.1

自動車借上料 2

入場料・その他立替金 0.1

運営管理費 0.4

計 5 計 0

同行者宿泊・食事代 0.1

同行者国内切符代 0.1

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

現在進行中のＩＷＣの将来プロセスを有益な形で合意するため、鯨類の持続可能な利用支持国を招聘し、我が国の立場を
説明し、これに対する理解や支持を求めるとともに、参加国との間で意見交換、情報交換を行う。

担当部局 経済局 担当課室 漁業室 室長　青木　豊

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0528

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名
鯨類の持続可能な利用に関するセミナー開催経

費
案件開始

年度
平成１６年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

外務省設置法第四条第一項
外務省組織令第六十八条第一項

関係する計
画、通知等

執行額 17 7 5

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

本件会合では、２０１０年の第６２回ＩＷＣ年次会合に向けて、ＩＷＣにおいて鯨類の持続可能な利用を支持する国を招聘し、
ＩＷＣの将来プロセス交渉に関する我が国の状況や立場について説明し、参加国から理解を求めるとともに、参加国の取
組状況や立場を含め、意見交換、情報交換を行う。

実施状況

本件会合は、財団法人日本鯨類研究所と共催し、３月２５日及び２６日に行い、室員１名が出席した。参加者としては、ア
ジア、欧州、アフリカ、カリブ地域２８国から、閣僚や政府代表等の参加があったほか、シンクタンク等からの参加者もあっ
た。当該会合においては、第６２回ＩＷＣ年次会合における包括的合意に向けた我が国の取組や立場について説明し、参
加国の理解、支持を求めるとともに、参加国のＩＷＣの将来プロセスへの取組状況や立場を含め有益な意見交換、情報交
換を行うことができた。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 15 14 13

23年度要求

予算額(当初） 15 14 13 7 5

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

当該会合には室員１名が常に出席し、当省が被招聘者の確認や当該国が行う発言等の聴取を行った他、多くの参加者と
意見交換・情報交換を行った。多くの被招聘者からは、第６２回ＩＷＣ年次会合に向けて、非常に有益な会合であったとの
声が聞かれた。

見直しの
余地

より早く航空券の予約を行うことができれば、航空賃を抑えることができる可能性もあると思われる。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

抜本的改善（単価見直し、事業見直しによる減）

費用総額(執行ベース) 17 7 5

117.1% 51.6% 41.0%

補
　
記



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

外務省

5百万円

捕鯨問題に関する我が国の立場についての理解を促進することを目的に、アフリカ、アジ

ア、大洋州の主にＩＷＣ未加盟国を対象に代表者を招聘し、会議を開催する

【外国送金】

招聘者の訪日旅費を送金

A.招聘者

5百万円



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ

れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

その他 旅費 5

計 5 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

経済戦略大綱において、「アジア諸国との経済連携協定（ＥＰＡ）の早期締結等東アジア圏の構築に向けた経済連携の取
組」が項目のひとつに挙げられており、「遅くとも２０１０年には我が国全貿易額に占める割合が２５％以上になっているこ
と」が期待されている。
その一環として、第三国が取り組むＥＰＡの現状を把握するべく、データベースを作成することより、今後の交渉に係る事務
作業及び交渉経費の大幅な効率化・削減を図ることができ､交渉の迅速化が期待できる。

担当部局 経済局 担当課室 経済連携課 課長　塚田　玉樹

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0529

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名
自由貿易協定・経済連携協定データベース構築

経費
案件開始

年度
平成１９年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第１項ロ

関係する計
画、通知等

今後の経済連携協定の推進についての基本方針
経済成長戦略大綱

執行額 7 8 0

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

（１）我が国の産業界が、特に強く希望しているコンピューター、電気通信、建設、流通、金融及び海運分野について、今後
ＥＰＡ締結・再協議の対象となり得る各国が､我が国以外の国とのＥＰＡにおいてどのような約束を行っているかに基づき、
国・分野の優先順位を比較・確認できるデータベースを作成する。
（２）第三国間のＦＴＡにおいて、ＨＳ条約の改正に伴い、譲許表や原産地規則の品目別規則の改正のためにどのような措
置をとられているか調査を行い、今後のＥＰＡ交渉において、ＨＳコードの取り扱いが議論される際に参考資料となるデータ
ベース資料集を作成する。

実施状況

（１）コンピューター、電気通信、建設、流通、金融及び海運分野のデータベース作成については、企画競争を公示し、委託
先選定手続きを行ったが、結果的に応募する企業がなく、作業は中止となった。
（２）ＨＳ条約の改正に関するデータベースについては、ＨＳコードの改正に向けた各相手国での作業が充分進捗しなかっ
たことから、平成２１年度の委託作業は先送りとなった。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 7 7 12

23年度要求

予算額(当初） 7 7 12 6 6

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

なし

見直しの
余地

平成２１年度に実施が見送られた事業について、平成２２年度予算での実施を検討する。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 7 8 0

99.9% 114.3% 0.0%

補
　
記



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)



使　途
金　額

(百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ

れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



0.6

案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

　ＷＴＯ紛争解決手続において、問題となる措置のＷＴＯ協定との整合性などの法的な問題につき、一貫した効果的な説
明を展開することは不可欠。特に、パネル、上級委員会に対して提出する必要がある意見書と参考資料は、裁判の訴状と
証拠に相当する役割を果たすものと言え、これらの作成に当たっては限られた時間で可能な限り緻密な作業を行う必要が
ある。

担当部局 経済局 担当課室 国際貿易課 課長　　飯島　俊郎

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済等に関する取組に必要な経費

案件番号 0530

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 ＷＴＯ紛争処理関係経費
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

外務省設置法第４条第１項
外務省設置法第４条第２項
外務省設置法第４条第３項

関係する計
画、通知等

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

　ＷＴＯ紛争解決手続においては、紛争当事国は意見書を提出し、口頭聴聞で意見陳述や質疑応答を行うことが求められ
る。また、パネル段階では、口頭聴聞の後に書面での質問に対する回答も提出する必要もある。この一連のプロセスにお
いては、法的な主張を明晰かつ説得力をもって展開することが不可欠であり、我が国としても、先例に関する迅速な調査・
整理しつつ、精緻な議論や明晰な意見書案の作成を、法律専門家の支援を受けて迅速かつ効率的に行うことが重要。ま
た、我が国の措置が問題とされ膨大な資料を英語で提出する場合に外部に翻訳作業を依頼することが不可欠。

実施状況 　紛争解決調査員１名（週１回勤務）の雇用

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 11 11 11

23年度要求

予算額(当初） 11 11 11 10 11

執行率 87.2% 52.1% 5.5%

執行額 10 6

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

　平成２１年度においては、我が国が外国により申し立てられた案件がなかったこともあり、翻訳や意見書作成のための支
出はなされなかった一方、外部の国際法専門家に対して紛争解決調査員として法的助言を求め、これに対する人件費の
支出を行った。

見直しの
余地

　紛争解決調査員については、業務上のニーズがある一方で、本件ＷＴＯ紛争処理関係経費については、我が国の郵政
改革法案に対して、米国及びＥＵがＷＴＯ協定との整合性を問題にしている等潜在案件が存在しており、今後、我が国が
申し立てられる可能性がある点には要留意。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 10 6 0.6



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

【非常勤の国家公務員として採用】

外務省 ＷＴＯ紛争解決調査員

０．６百万円 ０．６百万円

人件費



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ

れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

Ａ． Ｅ．

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

Ｃ． G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

Ｄ． H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

　ＷＴＯ・ＴＢＴ協定及びＳＰＳ協定に従って行われる我が国の規制に関する諸外国からの照会処理、及び市場開放問題苦
情処理対策の諸活動に要する経費。

担当部局 経済局 担当課室 国際貿易課 課長　　飯島　俊郎

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済等に関する取組に必要な経費

案件番号 0531

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 情報センター経費
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

外務省設置法第４条第１項
外務省設置法第４条第２項
外務省設置法第４条第３項

関係する計
画、通知等

執行額 6 6 8

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

　ＷＴＯ・ＴＢＴ協定の実施のため、我が国の規格・適合性評価手続（スタンダード）分野に関する各種情報を関係者の要請
に応えて提供する機　関（照会所）の設置は、国際協定上の要請に応えるのみならず、とかく不透明かつ複雑であると批
判されがちな我が国のスタンダードに関する制度を諸外国に理解せしめる上でも、必要かつ極めて意義あるものである。
とりわけＷＴＯドーハ・ラウンド交渉で各分野の議論が相当収斂する中、ルーティーン業務に加え、譲許表その他の合意文
書の作成においてもＭＳアクセスやＭＳエクセル等のソフトを用いた高度の情報処理能力が必要であり、専門的知識を有
する外部の人材（１名程度）に委託することが現実的かつ必要である。

実施状況

　事務補助員（２名）の雇用。
　譲許表作成作業のための労働者派遣契約。
　情報センター運用のための必要経費として、英語仕様パソコンの借上、世界貿易法律ネットのログイン経費、実行関税
率表データの作成経費等を支出。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 8 7 10

23年度要求

予算額(当初） 8 7 10 9 8

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

　事務補助員、派遣労働者の出勤・勤務状況について適切に管理・指導を行うとともに、各システムの運用において支障
のなく業務に生かせるよう管理を行った。

見直しの
余地

　利用実績の少ないＦＡＸ一斉同報サービスの契約を見直す（２１年度は契約せず）とともに、英語仕様パソコンにおいて
行っているデータ通信等の業務を省内インターネットＬＡＮシステムへ移行するよう検討する。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

一部改善（事業見直し、単価見直しによる減）

費用総額(執行ベース) 6 6 8

69.3% 82.9% 78.8%

補
　
記



事務補助員人件費

【競争性のない随意契約】

（株）新日鐵ソリューションズ

０．３百万円

文書配信システム廃棄経費

【競争性のない随意契約】

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

【一般競争入札】

Ａ．（株）Ｗ５スタッフサービス

３．３百万円

譲許表作成人件費

【公募】

Ｂ．事務補助員（２名）

３．６百万円

（株）住信リース

０．２百万円

パソコンリース費

【競争性のない随意契約】

（財）日本関税協会

０．２百万円

外務省 世界貿易研究機関

実行関税率表データ作成経費

【競争性のない随意契約】

（株）ＮＴＴコミュニケーションズ

０．０５百万円

高速インターネット回線接続経費

【競争性のない随意契約】

紀伊国屋書店、三省堂

０．０３百万円

書籍購入

７．８百万円 ０．１百万円

世界貿易法律ネットログイン経費

【競争性のない随意契約】



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ

れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

Ａ．Ｗ５スタッフサービス Ｅ．

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

人件費 労働者派遣 3

計 3 計 0

人件費 事務補助員（２名） 4

Ｂ．事務補助員（２名） F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

Ｃ． G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 4 計 0

Ｄ． H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

　調査員を雇用し、在外公館知的財産担当官会議を始めとする知財関連国際会議に参加させ、我が国の知的財産権侵
害問題への効果的な対策、特に他省庁の事業では対応し難い事項について対策の検討、実施を行わせる。また対策検
討にあたり外務省職員では対応し難い内容については調査会社を起用し、調査を実施する。

担当部局 経済局 担当課室 国際貿易課 課長　　飯島　俊郎

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済等に関する取組に必要な経費

案件番号 0532

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 知的財産権侵害対策経費
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

外務省設置法第４条第１項
外務省設置法第４条第２項
外務省設置法第４条第３項

関係する計
画、通知等

執行額 4 9 9

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

　雇用調査員をもって、これまでの各国知的財産制度の調査研究を総括するとともに追加的な調査を行い、現状の侵害発
生状況の改善のために考え得る対策の調査研究や、他省庁の事業では予定されていない事項の調査研究を行う。また、
調査に当たり、海外における知財侵害状況につき、最新の情報を把握する必要があり、在外公館知的財産担当官会議、
Ｇ８知的財産専門家グループ会合などの国際的な知財会合に参加する。
　また調査に当たり、海外での模倣品・海賊版の被害実態の把握調査について、現地政府（警察）が外国政府職員（外交
官）による調査を内政（治安事項）干渉と捉える場合があること等のため、本邦コンサルタント等に委託する。

実施状況
　知的財産調査員（２名）を雇用。
　知的財産担当官会議等へ出席。
　在外での模倣品・海賊版の被害実態の把握に関する企画競争による委託調査を実施。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 4 4 9

23年度要求

予算額(当初） 4 4 9 7 8

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

　調査員が実施している業務内容については、知的財産室が日々直接の報告を受け、同室の指示の下遂行されており、
状況把握に問題はない。また、知的財産在外調査については契約締結以降、知的財産室が委託先と電話・メールでのや
りとりや面談を定期的に行って進捗状況の報告を受け、必要であれば同室より業務指示を行った。再委託業務について
も、委託契約書規定内容に従い、委託先より事前に申請を行わせ、同室で再委託先を評価した上で発注を許可した。

見直しの
余地

　人件費及び旅費につき、相当に絞り込んだ上で実施しており、これ以上の費用削減は困難である。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 4 9 9

104.2% 210.3% 97.5%

補
　
記



Ｂ．知的財産調査員（２名） 海外企業　○○

９百万円 ２．９百万円 ０．３百万円

知的財産調査員人件費 通訳業務

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

【旅費請求】

Ａ．職員（２名）

１．６百万円

航空賃・諸雑費

【非常勤の国家公務員として採用】 【競争性のない随意契約】

外務省

在外公館知的財産調査費 ウェブアンケート調査

【競争性のない随意契約】

海外企業　△△

０．４百万円

コンサルタント料

【企画競争】 【見積合わせ】

Ｃ．（株）日本総合研究所 （株）××

４．３百万円 ０．６百万円



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ

れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

Ａ．職員（２名） Ｅ．

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

旅費 職員（２名） 1.6

計 1.6 計 0

人件費 知的財産調査員（２名） 3.0

Ｂ．知的財産調査員（２名） F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

人件費 主任研究員（２名）、研究員 2.2

Ｃ．（株）日本総合研究所 G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 3.0 計 0

外注費 海外企業　△△ 0.4

旅費 出張費・交通費 0.4

外注費 （株）×× 0.6

事務費 図書・資料購入費 0.1

管理費 一般管理費 0.2

外注費 海外企業　○○ 0.3

Ｄ． H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 4.3 計 0

税 消費税 0.1

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

森林の多面的機能とそれを踏まえた森林政策に焦点を当てた、ＡＳＥＭ参加国・機関などの政府及び有識者によるセミ
ナーを開催し、知識・経験を共有し、それそれの参加国の政策に、セミナーで得た知見を反映させる。

担当部局 経済局 担当課室 アジア欧州協力室 大久保　雄大

会計区分 一般会計 上位政策 分野別外交費

案件番号 0533

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 ASEM森林政策セミナー（於：横浜）
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第4条三

関係する計
画、通知等

執行額 0 0 0

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

森林は、土砂災害防止、土壌保全、水源涵養などの環境的側面と、木材や非木材林産物の生産その他の村落新興など
の経済的側面の両側面の機能を通じて、温暖化防止、砂漠化対処、生物多様性保全、農村社会の生活改善・貧困削減な
どに役立つ。ＡＳＥＭはアジア・欧州４３ヶ国・２機関が参加する大規模なフォーラムであり、このようなフォーラムに於いて
森林政策につき理解・知見の共有を促進し、それぞれの参加国がそこで得た知見を自国の政策に生かすことは非常に有
意義。

実施状況
森林政策をテーマとするセミナーは、東南アジアのメンバーが実施することとなったため重複を避けることとし、別途の経
済関係のテーマでセミナーを実施した。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 0 0 7

23年度要求

予算額(当初） 0 0 7 0 0

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

見直しの
余地

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

費用総額(執行ベース) 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0%

補
　
記

平成21年度機構改革によりアジア欧州協力室は欧州局へ移管された。（平成22年度は、欧州局予算。）



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ

れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

世界経済情勢の調査、分析及び経済関係国際会議用資料の作成のために、各種の最新統計を、データベースの利用に
より、迅速に加工しやすい形で大量かつ組織的に収集することを目的とする。

担当部局 経済局 担当課室 国際経済課 課長　曽根健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0534

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 主要経済データシステム利用
案件開始

年度
- 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第１項ロ

関係する計
画、通知等

－

執行額 7 7 7

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

諸外国統計の最新データや金融面でのデータについてはこれまで収集能力に限界があり、また、文書の形で存在する
データは、担当官がその都度パソコンに入力していたが、加工能力には限界があり、また極めて非効率であった。
エコノビュー及びＣＥＩＣデータ並びにＩＭＦ・世銀・ＵＮデータの利用により、主要な経済指標の迅速な入手及び加工能力の
飛躍的向上が実現し、事務の効率的実施を図ることが可能となっている。

実施状況

経済データを毎日ダウンロードし、利用。
ＩＭＦ及び世銀の統計資料を毎日利用。
経済データ受信用端末及び高速インターネット回線を毎日利用。
経済データ受信用端末のウイルス対策ソフト導入。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 7 7 7

23年度要求

予算額(当初） 7 7 7 7 7

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

支出先が提供する経済データサービスを毎日利用しており、本案件の実施目的は十分に達成された。
本案件の支出先及び使途については十分に把握しており、特に問題はない。

見直しの
余地

本事業は当課にとって必要不可欠であり、これまでに十分な成果が得られているので、事業見直しの余地はない。
本件経費は一般競争入札及び見積もり合わせ等により決まってくるので、それに見合った予算が必要となる。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 7 7 7

100.0% 100.0% 97.3%

補
　
記



Ｂ．CEIC DATA COMPANY LTD.

1百万円

〔
主にアジアを中心とする新興国及び開発
途上国の金融・経済関連データサービス
利用費

〕

【競争性のない随意契約】

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

【一般競争入札】

Ａ．（株）トムソン・ロイター・マーケッツ

5百万円

〔
主に先進国及び新興国の金融・経済関
連データサービス利用費

〕

【一般競争入札】

7百万円
0.1百万円

〔 主要経済データ受信用端末借料 〕

【競争性のない随意契約】

Ｃ．（株）極東書店

0.2百万円

【一般競争入札】

Ｅ．（株）NTTコミュニケーションズ

0.1百万円

〔 高速インターネット回線利用費 〕

【競争性のない随意契約】

Ｇ．（株）イワナシ

0.0百万円

〔 ＩＭＦ統計資料（CD-ROM）購入費 〕

外務省
【競争性のない随意契約】

Ｄ．（株）NECキャピタルソリューション

Ｆ．（株）三省堂書店

0.0百万円

〔 世銀統計資料（CD-ROM）購入費 〕

〔 ウイルス対策ソフト購入費 〕



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ

れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A.（株）トムソン・ロイター・マーケッツ E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

サービス利
用費

経済データのダウンロード 5

計 5 計 0

サービス利
用費

経済データのダウンロード 1

B.CEIC DATA COMPANY LTD. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 1 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

欧州の経済問題の内、時宜を得たテーマについて、わが国企業への影響を含めて分析すべく、外部の専門的知見を有す
る機関に委託調査を行うことを目的としている。

担当部局 経済局 担当課室 欧州連合経済室 課長　曽根　健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0535

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 欧州経済問題研究調査
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第四条第一項

関係する計
画、通知等

執行額 0.0 5.0 6.0

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

日EU間では、日EU間の投資・ビジネス環境の整備に向けて、日EU規制改革対話をはじめとする政府間の交渉の場にお
いて、規制の透明性の向上、基準・認証制度上の協力等の具体的な案件における問題解決を行っていくことが求められて
いるところ、日本側からEU側に対して効果的な要求を行っていく観点から、EU側の制度・規制につき、膨大なデータや文
献、聞き込みによる調査を行うもの。また、個別分野に加えて、将来の日EU経済連携協定締結を視野に、その経済効果に
つき予測評価を行う。

実施状況

平成２１年度には、野村総合研究所に委託し、「将来の課題としての日EU・EPA」に関する調査を実施した。具体的には、
日EU・EPAの経済効果を可能な限り数量的に試算すること、右試算を踏まえ、交渉開始を目指す場合に各産業分野にお
いてどのような利害調整が必要なのにかについて検討すること、想定される経済効果をどのようにEU側にアピールするこ
とが効果的であるかについて分析した。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 3.0 3.0 6.0

23年度要求

予算額(当初） 3.0 3.0 6.0 5.0 0.0

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

委託先より、使途の細目（技術的調査の外部委託等）についても詳細な説明を受けた。

見直しの
余地

他の関係省庁と連携することで、政府全体として、より幅広い内容の調査を行うよう努める。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

抜本的改善(国際経済調査研究費へ統合）

費用総額(執行ベース) 0.0 5.0 6.0

0.0% 142.8% 92.0%

補
　
記



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ

れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

委託費 （株）野村総合研究所 6.0

計 6.0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



4

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

企業支援体制の一層の充実を図るために、日本企業支援センターを5つの在外公館に設置しており、センター業務として
情報収集、個別企業からの相談・支援依頼への対応、そして在外公館施設を活用した支援を行っている。右業務について
は、海外で事業展開する日本企業の権利や利益を守り、かつ増進させ、日本経済の強化を図る意味で適当であると考え
られる。

見直しの
余地

平成１８年度より企業支援体制を強化するため、一部の在外公館に企業支援センターを設置しており、予算は外務省予算
の謝金となっている。センターは設置後３年を目途に見直しをすることになっており、在チリ大については見直し時に閉鎖
することが決定され、平成２０年度末で閉鎖された。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 4 6 4

補
　
記

案件概要
（5行程度以内。

別添可）

邦人進出企業がより気軽に在外公館に相談できる体制を構築するために設置した「日本企業支援センター（窓口）」（５公
館）について、必要経費を要求するものである。

実施状況
各日本企業支援センター（在タイ大、在インド大、在モンゴル大、在広州総、在ホーチミン総）において、税務、労務、法律
関係の諸問題・手続き等に関する日本企業からの相談・照会への対応や、日本企業に影響を及ぼす可能性のあるものに
関する情報提供などを行った。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 5 7 6

23年度要求

予算額(当初） 5 7 6 6 6

執行率 76% 82% 72%

執行額 4 6

案件番号 0536

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 日本企業支援
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第１項ロ

関係する計
画、通知等

案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

日本企業の経済的利益を増進し、我が国経済の足腰と競争力を強化していくために、海外におけるビジネス環境を一層
整備するとともに、個別企業の活動を支援する。

担当部局 経済局 担当課室 政策課 課長　市川　とみ子

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費



【競争性のない随意契約】

キャストコンサルティン
グ

0.1百万円円

中国への進出日本企業
の支援業務

【競争性のない随意契約】

日本企業支援センター
（ホーチミン総領事館）

外部委嘱職員

【競争性のない随意契約】

日本企業支援センター
（広州総領事館）

KPMGあずさ監査法人

1百万円 1百万円

597US$×12ヶ月×103円
235US$×6ヶ月×103円

中国への進出日本企業
の支援業務

1百万円 1百万円

1000US$×12ヶ月×103円 ベトナムへの進出日本
企業の支援業務

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

【競争性のない随意契約】

日本企業支援センター
（タイ大使館）

A.外部委嘱職員

1百万円 1百万円

30,000THB×12ヶ月×3.01円 タイへの進出日本企業
の支援業務

878US$×1ヶ月×103円
878US$×2ヶ月×103円

インドへの進出日本企
業の支援業務

【競争性のない随意契約】

Fox Mandal & Little社

0.2百万円

【競争性のない随意契約】

日本企業支援センター
（インド大使館）

公認会計士KPMGグ
ループ(KPMGインディ

ア)

0.3百万円 0.1百万円

4百万円 1百万円 1百万円

1000US$×5公館×12ヶ月×103円 950US$×10ヶ月×103円 モンゴルへの進出日本
企業の支援業務

インドへの進出日本企
業の支援業務

【競争性のない随意契約】

外務省
日本企業支援センター

（モンゴル大使館）
外部委嘱職員



計 0 計 0

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 1 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ

れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A.外部委嘱職員 E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

外部委託 謝金 1



補
　
記

平成２１年度７月の機構改革により主管が経済局経済統合体課から欧州局中・東欧課へ移管した。

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

出張日程作成、フライト選定にあたっては、なるべく航空運賃を安く抑えることが出来るよう検討している。

見直しの
余地

各省も含め出張者の人数が非常に多くなる可能性が考えられるが、出張者は厳に必要とされる人のみとすべく引き続
き精査を行う。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

－

費用総額(執行ベース) 10.0 8.0 2.0

81.3% 79.3% 28.7%

執行額 10.0 8.0 2.0

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

　日・スイス経済連携協定は、平成２１年２月に署名に至った。協定発効後は、国際約束として協定に盛り込まれる「合
同委員会」及び各分野の「小委員会」（原産地規則／税関手続、強制規格、任意規格／適合性評価手続、知的財産
権、経済関係緊密化等）が設置される。
　合同委員会は、協定の適用及び運用をレビューすると共に、協定の改正を見据えた議論を行うことを主な目的として
開催される。また、小委員会は、二国間の協力を扱う各分野において、両国間の更なる協力の可能性を追求し、その実
施を促進するために分野別に開催される。

実施状況

８／３１－９／４　課長他３名が合同委員会出席のためチューリヒへ出張

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 12.0 10.0 6.0

23年度要求

予算額(当初） 12.0 10.0 6.0 0.0 0

執行率

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

日・スイス経済連携協定に関する各種委員会の開催、出席等。

担当部局 経済局 担当課室 欧州連合経済室 課長　曽根　健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0537

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 日・スイス経済連携協定関係会合開催経費
案件開始

年度
平成１７年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第四条第一項
関係する計
画、通知等



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）



案件番号 0538

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 ＡＰＥＣビジネス･トラベル･カード関係業務経費
案件開始

年度
平成１５年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

平成十八年外務省令第七号第三条、四条、六
条等

関係する計
画、通知等

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）域内のビジネス関係者の移動の円滑化

担当部局 経済局 担当課室 アジア太平洋経済協力室 室長　佐々山　拓也

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

（１）ＡＰＥＣ域内のビジネス関係者の移動をより円滑にするために、２１のＡＰＥＣメンバー国・地域のうち、我が国含め１
８の国・地域によりＡＰＥＣ・ビジネス・トラベル・カード（ＡＢＴＣ）制度が実施されている。我が国でも、ＡＰＥＣビジネス諮問
委員会（ＡＢＡＣ）を中心とするビジネス界からの強い希望があり、平成１５年４月１日から同制度を実施している。
（２）ＡＢＴＣ保持者は、事前に承認を受けたＡＢＴＣ制度参加国・地域に短期商用目的で入国・滞在する際には、査証無
しで入国審査を受けることができる。また、入国審査の際にＡＢＴＣ専用レーンを利用することができ、円滑な審査を受け
られる。同制度の実施によって、ＡＰＥＣ域内のビジネス関係者の移動の更なる円滑化が図られている。

実施状況

（１）我が国におけるこれまでの日本人申請者へのＡＢＴＣ交付数は、約５，０００枚以上、外国人への事前承認数は約１
００，０００件以上となっている（平成１５年４月から平成２１年３月）
（２）ＡＢＴＣ業務の遂行のため、平成１５年度以降、派遣職員１名を業務に従事させており（平成２２年度は２名）、専用
のﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ、ｽｷｬﾅｰ、ﾌﾟﾘﾝﾀを各１台ずつ賃借している。また、独立法人国立印刷局にカード作成を依頼している。
（３）平成２１年度はカード発行枚数７６１枚、派遣職員１名。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 4 5 6

23年度要求

予算額(当初） 4 5 6 9 9

執行率 116.7% 107.9% 64.5%

執行額 5 5 4

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

支出先①：派遣会社、使途の把握水準・状況：派遣職員への賃金
支出先②：国立印刷局、使途の把握水準・状況：カード原材料の購入、発行に係る諸経費
支出先③：ノート、パソコン、プリンターの賃借会社、使途の把握水準・状況：月ごとの賃借料

見直しの
余地

　現在、全２１のＡＰＥＣメンバー国・地域のうち、１８の国・地域で制度が実施されているところ、暫定参加中の米国・カナダの完
全参加、未参加のロシアの暫定参加の可能性が高まっており、更なる利便性が向上される見込みであることから、今後、申請者
数の急増が予想される。また、２００８年末以降の経済危機からの回復により、更なる経済活動の推進のため、今後も申請者の
増加が見込まれる。迅速な処理体制の構築のため、審査・発行に必要なパソコンなどの機器の増設、人員の増加が必要であ
る。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 5 5 4

補
　
記



Ｃ．（独）国立印刷局
2百万円

ABTC専用パソコンのｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ通信回線料

ABTCカード作成のための申
請受付、審査専用派遣職員
手配

ABTCカードの作成

【競争性のない随意契約】 【競争性のない随意契約】

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)

外務省
4百万円

ABTCカード作成のための申
請受付、審査、作成の手配

【競争性のない随意契約】 【一般競争入札】 【競争性のない随意契約】

（株）NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
0.1百万円

Ａ．（株）人材バンク
2百万円

（株）住信リース
0.2百万円

Ｂ．派遣職員
1百万円

ABTC専用パソコンの賃貸 ABTC申請受付、審査要員



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

人件費 ABTC専用派遣職員の手配 2

計 2 計 0

人件費 ABTC専用派遣職員の人件費 1

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 1 計 0

物品購入費 ABTCカードの作成 2

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 2 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0



案件番号 0539

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 資源問題担当官会議
案件開始

年度
平成２１年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第四条第七項
外務省組織令第六十八条第一項

関係する計
画、通知等

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

生産国の資源ナショナリズムが台頭する中、在外の資源担当官の役割を明確化することによって我が国と資源国の一
層の関係強化や各担当官の任国における資源関連情報収集の強化に努めるとともに、我が国が将来にわたって重要
金属資源を安定的に確保するための外交的取組の強化に向けた体制の具体化を目指す。

担当部局 経済局 担当課室 経済安全保障課 課長　赤松　秀一

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

近年、資源国における資源ナショナリズムが台頭し、生産国による自国資源の国家管理の強化が顕著となってきてい
る。また、低炭素社会に向けた産業構造の変化等により、金属鉱物資源の重要性は増大している。そのため、資源ナ
ショナリズムの動きが見られる鉱物資源国や、我が国企業が資源確保に向けてビジネスを展開あるいは展開しようとし
ている資源国について、各国の資源政策状況等について情報交換を行うとともに、我が国が将来にわたって重要金属
資源を安定的に確保するための外交的取組の強化の方向性、在外公館の資源担当官の役割の明確化について議論
し、これを本省での政策の具体案の作成及び在外公館における外交活動に活かす。

実施状況

平成21年度は１４ヶ国(注）の在外公館資源担当官を帰国せしめ、本省で会議を実施した。
また、本会議のフォローアップを行うため、資源国としてのポテンシャルが高く、経済成長が著しい中国、インドに出張
し、当該国の政府及び関係者から資源開発状況や資源政策等について聴取した。
（注）中国、モンゴル、インドネシア、ベトナム、ラオス、豪州、カナダ、ロシア、カザフスタン、ブラジル、チリ、ペルー、南ア
フリカ、タンザニア

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 0 0 5

23年度要求

予算額(当初） 0 0 5 4 3

執行率 0.0% 0.0% 64.3%

執行額 0 0 3

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

本担当官会議の開催のほか、今般は東京で開催された国際セミナー「責任ある資源開発に向けた新たな潮流」～投資
国と資源国のWin－Win関係を目指して～に担当官が出席した。世界全体の資源安全保障の強化に向けた多国間取組
への貢献のあり方について、国際的に活躍するスピーカーによる議論を聴取できたことは有意義であった。

見直しの
余地

在外公館からの旅費が予算のほとんどを占めており、安価な航空運賃の視点から、本担当官会議の開催地の選定、時
期等について再考する。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

抜本的改善（事業見直し、単価見直しによる減）

費用総額(執行ベース) 0 0 3

補
　
記



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)

外務省

3百万円

資源国の在外公館のエネルギー担当官を集めて、各国の資源ナショナリズムの動向

等について情報交換を行うとともに、我が国乃至日本企業に不利となる動きに対して

如何なる働きかけを行うべきか等について、各在外公館の間で意見交換を行い、その

経験をシェアして、これを本省での政策立案及び在外公館における外交活動に活か

す。

担当官の出張旅費を支給

A.出張者

1百万円

【外国送金】

担当官の訪日旅費を送金

B.出張者

2百万円



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

その他 旅費 1

計 1 計 0

その他 旅費 2

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 2 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0



案件番号 0540

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 アジア・エネルギ-安全保障セミナー
案件開始

年度
平成１３年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第四条第一項
外務省組織令第六十八条第一項

関係する計
画、通知等

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

国際社会における有限な資源の適切な開発・利用や資源産出国の持続的な発展を目指す多国間の取組が進展しつつ
ある。我が国としても、エネルギー・資源安全保障の強化に向け、今後の我が国の多国間取組への政府・企業の貢献
のあり方について議論・検討する機会を設け政策に反映させる。

担当部局 経済局 担当課室 経済安全保障課 課長　赤松　秀一

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

近年、エネルギー・資源を巡る情勢が大きく変化しつつある。これは、新興国・途上国の資源需要の増大、資源ナショナ
リズムの昂揚、低炭素社会への移行等によるもので、資源価格の歴史的な乱高下をはじめ、様々な動きが見られる。こ
うした中、国際社会では有限な資源の適切な開発・利用や資源産出国の持続的な発展を目指す多国間の取組が進展
しつつある。こうした取組のうち特に採取産業透明性イニシアティブ（EITI）に焦点を当てつつ、資源開発の現状と課題を
概観し、我が国を含む国際社会による責任ある資源開発のあり方について考えるためのセミナーを開催する。

実施状況
年1回、有識者を外国から招聘し、我が国各界からも関係者に講演者として出席いただき、１５０名程度の民間企業、在
京大使館、政府関係機関等から参加者を募って毎年開催している。
平成２１年度開催：「責任ある資源開発に向けた新たな潮流」参加者約２４０名。概要と評価を別添する。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 4 7 5

23年度要求

予算額(当初） 4 7 5 5 4

執行率 52.8% 47.3% 74.8%

執行額 2 3 4

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

資源開発の現況を概観しつつ我が国を含む国際社会による責任ある資源開発のあり方について検討を深め、これを実
現するための多国間協力の一つであるEITIを中心とする新たな潮流を紹介できた。

見直しの
余地

今般のセミナーだけでなく、様々な機会において、民間企業や政府関係機関に対して、EITIへの我が国政府の積極的な
取組の状況について紹介することによって、アジア地域におけるEITIの拡大、進展が期待される。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

一部改善（事業見直し、単価見直しによる減）

費用総額(執行ベース) 2 3 4

補
　
記

一般競争入札実施により予算額に比べ執行額が減額となった。



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)

外務省

4百万円

アジアにおけるエネルギー安全保障の強化につき経験、知見を有する我が国が

リードし、中長期的なアジア地域のエネルギー安全保障強化のための方策につい

て官民一体となり意見を交換し、検討するためのセミナーを開催する

【一般競争入札】

A.（株）アイ・エス・エス社

3百万円

上記概要のセミナー開催につき、外務省より委嘱契約の上実施す

る。

【外国送金】

招聘者の訪日往復航空賃のみ在外公館を通じ現地にて購入

B.招聘者

1百万円

（株）プリンスホテル

0.1百万円
招聘者の宿泊先及び食

事

東京リムジン株式会社

0.2百万円
自動車借り上げ

株式会社ＴＥＩ

0.1百万円
エスコート手配

ニッサン企業株式会社

0.1百万円
エンジニア及び機材手

配

株式会社ﾒﾃﾞｨｱ・ﾃｸﾆｶﾙ

0.1百万円
映像等メディア機器手

配

晴海グランドホテル

0.5百万円
レセプション運営

カワセ印刷株式会社

0.1百万円 運営プログラム作成

東京反訳株式会社

0.1百万円
テープ起こし作業

株式会社カブキヤ

0.1百万円
看板等設置作業



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

A.（株）アイ・エス・エス E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

外部委託
晴海グランドホテル他数社
レセプション運営等 1.4

人件費 コーディネーター及び管理 0.4

計 2 計 0

その他 招聘者航空賃 1

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 1.0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0



案件番号 0541

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名
自由貿易協定・経済連携協定の経済効果に関

する調査等関係経費
案件開始

年度
平成１８年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第４条第１項ロ
関係する計
画、通知等

今後の経済連携協定の推進についての基本方針
経済成長戦略大綱

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

経済戦略大綱において、「アジア諸国との経済連携協定（ＥＰＡ）の早期締結等東アジア圏の構築に向けた経済連携の
取組」が項目のひとつに挙げられており、「遅くとも２０１０年には我が国全貿易額に占める割合が２５％以上になってい
ること」が期待されている。
その一環として、我が国がこれまでに締結済みのＥＰＡの問題点を把握し、その改善策を検討し、その成果を今後のＥＰ
Ａ交渉に活かすことにより、我が国がこれから締結するＥＰＡをより良いものとし、その経済効果を最大化する。

担当部局 経済局 担当課室 経済連携課 課長　塚田　玉樹

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

我が国が締結したＥＰＡが､各企業の実際の事業にいかなる効果をもたらしているかについて、各種貿易データや現地
進出へのヒアリングも行いつつ分析する。

実施状況
平成２１年度は、我が国が過去に締結し、発効している二国間ＥＰＡの中で、発効から１年以上を経過している協定につ
いて取り上げ、我が国と相手国との貿易額の変動について分析を行った。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 6 7 5

23年度要求

予算額(当初） 6 7 5 5 4

執行率 79.5% 63.9% 100.1%

執行額 4 4 5

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

本件委託調査では、企画競争の公示を行っており、関心のある業者より提出された企画書をもとに､ＥＰＡを主管する経
済局、調査対象となったＥＰＡ業務を主管している地域局等において審査・検討を行ない、最終的な業者決定を行ってお
り、適正な委託先が選定されている。

見直しの
余地

本件委託調査では、予算措置されている経費をもとに、企画競争手続きを進めており、説明会では関心のある企業が
参加するが、最終的に企画書を提出する企業は数社限られている。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

一部改善（事業見直し、単価見直しによる減）

費用総額(執行ベース) 4 4 5

補
　
記



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)

外務本省

4.6百万円

経済連携協定の効果に係る委託
調査

【企画競争】

（株）三菱総合研究所

4.6百万円

我が国が締結し、発効している二国間ＥＰＡの中で、発
効から１年以上経過している協定について取り上げ、我
が国と相手国との貿易額について分析を行った。



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

外部委嘱

　　人件費 3.5

（株）三菱総合研究所

(委託業務概要）

　　一般管理費 0.6

　　事業費 0.3

　　消費税 0.2

計 4.6 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0



案件番号 0542

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 日中韓投資協定締結に向けた交渉関係経費
案件開始

年度
平成１８年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第４条第１項ロ
関係する計
画、通知等

　

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

日中韓三国首脳は、それぞれの国において直接投資の促進が各国経済の発展には極めて重要であるとの認識のも
と、平成１９年１月に日中韓投資協定交渉の開始に合意し、それ以降交渉会合が開催されている。
上記会合に併せ、投資に係るビジネス環境改善会議が開催され、三国間の政府間メカニズムを通じて協議を行ってい
る。

担当部局 経済局 担当課室 経済連携課 課長　塚田　玉樹

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

平成２１年度は、日中韓投資協定の締結に向けた具体的作業を更に前進させるとともに、ビジネス環境改善の方途に
ついても政府間で活発な議論を行う。

本件会合は、韓国、中国、我が国において交互に開催される。

実施状況 平成２１年度は、我が国で１回、韓国で１回、中国で２回、交渉会合が開催された。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 3 3 4

23年度要求

予算額(当初） 3 3 4 2 2

執行率 75.9% 38.2% 75.4%

執行額 2 1 3

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

出張旅費の支給については、航空賃の見積もり合わせを行ない、適正な料金の適用を図るとともに、日当宿泊料につ
いては、国家公務員等の旅費に関する法律に沿って支給している。

東京開催のロジ経費は、交渉相手国からの会合出席者が少人数となったことから、少額の随意契約となった。

見直しの
余地

平成２１年度の東京会合は、韓国及び中国側が出張人数が少人数であったことから、全体として経費節約を図ることが
できたが、相手側の会合参加者はその都度交渉状況により異なるので、予算確保には十分注意が必要である。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース） 2 1 3

補
　
記



A

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)

外務本省

3.1百万円

日中韓投資協定関係経費

出張旅費 会議準備経費

2.8百万円 0.3百万円

・会議用コーヒー（東京会合）

交渉官

0.5百万円 【競争性のない随意契約】

日中韓投資協定（３回） （株）なだ万ジパング永田町

【競争性のない随意契約】

首席代表 （株）フジランド

1.1百万円 0.2百万円

日中韓投資協定（４回） ・会議用ミネラルウォーター（東京会合）

0.1百万円

担当官（A） ・夕食会経費（東京会合）

0.7百万円

日中韓投資協定（３回）

担当官（B）

0.2百万円

日中韓投資協定（１回）

担当官（C）

0.3百万円

日中韓投資協定（１回）



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

A.

旅費 日中韓投資協定（３回） 1.1

E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 1.1 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0



案件番号 0543

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 日・ＥＵ経済関係強化に関する会合
案件開始

年度
平成２１年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第四条第一項
関係する計
画、通知等

第18回日・ＥＵ定期首脳協議における共同プレス声明

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

日・ＥＵ経済関係の最大限の潜在的可能性をより良く活用するために、両経済の統合の強化を図ることを目的としてい
る。

担当部局 経済局 担当課室 欧州連合経済室 課長　曽根　健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

日・ＥＵ経済関係の更なる強化のため、日ＥＵ間及び日・加盟国間でその方途を模索すべく間断無き協議を継続する。

実施状況

11月16-19日課長、補佐がブリュッセルへ出張。12月7-11日で補佐がロンドン、ベルリンへ出張。2月7-14日で課長、事
務官がブリュッセル、ブタペストへ出張。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 0.0 0.0 4.0

23年度要求

予算額(当初） 0.0 0.0 4.0 3.0 3.0

執行率 0.0% 0.0% 69.7%

執行額 0.0 0.0 3.0

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

出張日程作成、フライト選定にあたっては、なるべく航空運賃を安く抑えることが出来るよう検討している。

見直しの
余地

出張の全体日程が長くなってしまうので、出張者が東京を留守にする時間が長いという観点から一長一短があると言え
るが、一度の出張でより多くの主要加盟国を訪問し、協議をすることができれば、全体としてみればより少ない予算でよ
り大きな効果を得ることが可能であると推察する。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 0.0 0.0 3.0

補
　
記



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0



予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

補
　
記

執行率 － － 100.0%

執行額 － － 4

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

　支出先は模倣品・海賊版対策等に関する各国の法制度等について知見と経験を有する海外法律事務所であり、適切
な選択であったと考えられる。

見直しの
余地

引き続き、適切な予算執行に努める。

費用総額(執行ベース) － － 4

22年度 23年度要求

予算額(当初） － － 4 2 2

　プロバイダの法的責任、中間者に対する法的責任、技術的保護手段の回避等に関する各国の法制度等について、海
外法律事務所に調査を委託。

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済等に関する取組に必要な経費

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

　我が国は模倣品・海賊版拡散防止条約（ＡＣＴＡ）交渉においてリードをとる立場にあり、協定草案の起案と修正のプロ
セスに深く関わってきているところ、交渉を妥結するまでの作業行程には、各国の国内法制のあり方や実務運用につき
時機を得た調査・分析が不可欠である。その他、近時各種フォーラムで頻繁に論議となり、かつ、先進国間でも立場が
分かれがちである論点につき、とりわけ法制度の実態の相違等が背景事情として存在する場合、我が国としての対処
方針を的確に策定するためには、当該法制度等につき、時機を得た情報の入手が必要である。

実施状況

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第４条第１項
外務省設置法第４条第２項
外務省設置法第４条第３項

関係する計
画、通知等

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

　模倣品・海賊版対策等について、各国の国内法制のあり方や実務上の運用等につき、各国の法制度等の調査を外国
法律事務所等に委託するもの。

予算額(補正後） － － 4

案件番号 0544

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 模倣品・海賊版対策等に関する調査・分析
案件開始

年度
平成２１年度 作成責任者

担当部局 経済局 担当課室 国際貿易課 課長　　飯島　俊郎



弁護士費用

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)

【競争性のない随意契約】

外務省 Ａ．DLAパイパー法律事務所

３．７百万円 ３．７百万円



計 0 計 0

Ｄ． H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

Ｃ． G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 3.7 計 0

人件費 弁護士経費（３名） 3.7

費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

Ａ．DLAハイパー法律事務所 Ｅ．

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）



45.0%

執行額 4 6 2

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

　メールマガジンの配信状況及びバックナンバーページの稼働状況等を定期的にチェックし、円滑なメールマガジンの
運用に努めた。また、ＷＴＯ意見交換会の開催にあっては、出席者の交通費の確認を行う等、適切な支出を行った。

見直しの
余地

　メールマガジン登録の際の回線暗号化については平成２０年度に実施したため、２１年度の実績はなく、２２年度につ
いては要求せず。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

抜本的改善（事業見直し、単価見直しによる減）

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

（１）ＷＴＯをとりまく諸課題について、有識者等との意見交換を行うことにより、当省のＷＴＯに関する政策の企画・立案
に際し多面的見地から有益な示唆を得ることは、将来の学界・経済界とのパイプ作りとともに極めて有意義。（２）当メー
ルマガジンは広く一般の読者に対して、WTOでの国際交渉や議論を平易な言葉遣いで解説するものであり、国民に対
する情報公開の観点から重要であるのみならず、外務省・外交交渉への関心を醸成するためのツールとしても機能して
いる。これに加え、政府部内関係者間の情報共有促進、交渉担当官の意識向上のためにも活用されており、交渉体制
の基盤強化に役立っている。

実施状況
　本省において、ＷＴＯ意見交換会を６度実施。
　外部業者にメールマガジン運用・管理を依頼。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 5 5 3

23年度要求

予算額(当初） 5 5 3 3 0.6

執行率

費用総額(執行ベース) 4 6 2

77.6% 136.5%

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

　ＷＴＯ意見交換会の開催及びドーハ・ラウンドメールマガジン運用経費。

担当部局 経済局 担当課室 国際貿易課 課長　　飯島　俊郎

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済等に関する取組に必要な経費

案件番号 0545

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 ＷＴＯ交渉体制強化のための経費
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第４条第１項
外務省設置法第４条第２項
外務省設置法第４条第３項

関係する計
画、通知等



ワーキングランチ、会議用水

１．５百万円 ０．７百万円

会議出席謝礼、交通費

【競争性のない随意契約】

（株）フジランド他

０．０３百万円

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)

【競争性のない随意契約】

（株）トライコーン

０．８百万円

メールマガジン運営管理費

【競争性のない随意契約】

外務省 大学教授・准教授・講師、弁護士（８名）



計 1 計 0

Ｄ． H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

Ｃ． G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B． F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

Ａ． Ｅ．

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）



補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

出張旅費はディスカウントクラスを利用し、会合にかかる経費についても極力節約に努めて実施している。

見直しの
余地

開催地以外に所在する日系企業及び在外公館からも、参加を得られるよう工夫する。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 0.0 2.0 1.0

0.0% 49.8% 37.9%

執行額 0.0 2.0 1.0

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

本件タスクフォースは、企業関係者の意見を日ＥＵ規制改革対話（日欧双方におけるビジネス環境の改善に資する要望
を出し合い政府間で議論する場）により直接的に反映させるとともに、①個別のＥＵ規制の具体的代替案、②ＥＵ側（欧
州委、加盟国等）へロビイングにあたっての効果的な役割分担、③主要ＥＵ加盟国や主要対ＥＵ投資国との対ＥＵ働き
かけにあたっての協力等について検討するため、案件に応じて関係日本企業の実務者との間で意見交換、あり得べき
施策について議論するもの。日本企業の抱える問題点を正確に把握して日ＥＵ規制改革対話等に反映させるとともに、
官民一体となった取組を実現するためには不可欠。

実施状況

平成２１年度には、ブリュッセル及びロンドンにおいて、約１０社の欧州進出日本企業代表者との間で意見交換を行い、
個別分野に加えて、将来の日EU経済連携協定締結を視野に、欧州経済界の実態に関する議論も併せて実施した。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 1.0 3.0 3.0

23年度要求

予算額(当初） 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0

執行率

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

欧州で活動する日本企業関係者との間で、直近の懸案事項及び長期的視点からの日欧経済関係強化の方途につい
て、実際のビジネス実務の観点から議論を行うことを目的としている。

担当部局 経済局 担当課室 欧州連合経済室 課長　曽根　健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0546

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 官民タスクフォース開催経費
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第四条第一項
関係する計
画、通知等



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかにつ
いて補足する)
(単位:百万円)



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている者
について記載
する。使途と費
目の双方で実
情が分かるよう

に記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

日本経済、世界経済それぞれの実体経済、金融、貿易・投資等に関する調査分析作業を行うことを目的とする。

担当部局 経済局 担当課室 国際経済課 課長　曽根健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0547

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 経済調査員委嘱経費
案件開始

年度
平成17年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第１項ロ

関係する計
画、通知等

－

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

マクロ経済、金融、国際経済等の分野を専門とする研究者（大学院卒レベル）を１名、「経済調査員」という肩書きにより
委嘱し、外務省ＨＰに掲載している「主要経済指標（日本及び海外）」の作成・外部問い合わせ対応をはじめ、各機関が
公表する主要指標の概要の作成や課員が資料を作成する際に補助する。

実施状況 公募により１名を採用（週30時間以内）

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 3 3 3

23年度要求

予算額(当初） 3 3 3 3 2

執行率

費用総額(執行ベース) 2 2 2

69.0% 61.0% 81.9%

執行額 2 2 2

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

経済調査員は閉庁日以外毎日経済データの収集・分析・加工等を行っており、本案件の実施目的は十分に達成され
た。
本案件の支出先及び使途については十分に把握しており、特に問題はない。

見直しの
余地

本事業は当課にとって必要不可欠であり、これまでに十分な成果が得られている。
本件経費は非常勤職員に関する人事内規に定められており、当該職員の履歴に応じた予算が必要となる。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

抜本的改善（事業見直し，単価見直しによる減）



資金の流れ
(資金の受け取

り先が何を
行っているか
について補足

する)
(単位:百万円)

外務省

2百万円

【公募】

Ａ．経済調査員

2百万円

〔 経済調査員謝金 〕



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている
者について記
載する。使途と
費目の双方で
実情が分かる
ように記載）

A.経済調査員 E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

人件費 経済調査員謝金 2

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 2 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0



3

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

（１）「東京開催」は、開催規模が大きいことから、シンポジウム開催準備のための業者を一般競争入札により選定し、
三田共用会議所での開催準備を進めてきた結果、支障なく開催を終えることができた。

（２）「地方開催」は、農業分野を中心とした説明会であるため、農水省の地方の出先である農政局事務所の協力のも
とで開催することができた。

見直しの
余地

東京開催においては、当初集客を５００名程度の規模として会場準備を進めてきたが、結果的に３００名程度の参加者
となった。今後は、より一層参加者を集めるべく、開催場所及び開催時間等を更に検討し、より効果的な説明会が開催
できるようにしたい。

また、地方開催では、現地受け入れ団体等が不馴れなため、開催場所を決定するまでに時間を要するが、開催するこ
との意義は大きい。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 4 4 3

補
　
記

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

我が国が締結するＥＰＡについては、外務省ホームページ等で一般に公開されるものではあるが、その内容は専門的
かつ難解であり、分量も膨大であることから、その内容を企業関係者に周知し、十分に活用してもらうためには、直接
交渉に当たった政府関係者及び専門家が解説することが最も効率的かつ効果的である。
平成２１年度においては、「東京」において広域経済連携についてのシンポジウム、そして地方都市においては、ＥＰＡ
により大きな影響の受ける農業分野を中心に農業関係者や消費者団体に対して説明会を開催する。

実施状況

（１）「東京」では、「アジア太平洋地域の広域経済連携」をテーマとした３００人規模のシンポジウムを三田の共用会議
所で開催し、当初の目的を果たす大きな効果があった。
（２）「青森・秋田」及び「鹿児島」での説明会では、日豪ＥＰＡによって影響を受ける可能性が高い農産品の重要品目
（牛肉、砂糖、乳製品、小麦）の生産主要地であるこれら地方において、直接農業従事者や消費者団体から意見を聴
取することができ､今後のEPA交渉に役立てる情報が入手できた。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 2 3 3

23年度要求

予算額(当初） 2 3 3 3 3

執行率 232.4% 144.7% 94.4%

執行額 4 4

案件番号 0548

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名
自由貿易協定・経済連携協定国内関係者への

説明会開催経費
案件開始

年度
平成１８年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第１項ロ

関係する計
画、通知等

今後の経済連携協定の推進についての基本方針
経済成長戦略大綱、民主党マニフェスト２００９

案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

経済戦略大綱において、「アジア諸国との経済連携協定（ＥＰＡ）の早期締結等東アジア圏の構築に向けた経済連携の
取組」が項目のひとつに挙げられており、「遅くとも２０１０年には我が国全貿易額に占める割合が２５％以上になって
いること」が期待されている。
その一環として、我が国のＥＰＡ相手国との間で輸出入を行っている日本企業の貿易実務担当者、相手国に進出して
いる日本企業関係者を訴求対象(参加者）として、ＥＰＡの様々なルールやスキームの内容、メリット、活用方法を分か
りやすく説明する。

担当部局 経済局 担当課室 経済連携課 課長　塚田　玉樹

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費



A

（有）市丸タクシー (株)秋田中央トランスポート

0.02百万円 0.05百万円

・車両借り上げに係わ
る経費

・車両借り上げに係わ
る経費

0.04百万円 0.06百万円

・出張に係わる経費 ・出張に係わる経費

【少額随意契約】 【少額随意契約】

【少額随意契約】

（株）グリーン交通

0.05百万円

・車両借り上げに係わ
る経費

資金の流れ
(資金の受け取

り先が何を
行っているか
について補足

する)
(単位:百万円)

外務本省

2.2百万円

自由貿易協定・経済連携協定国内関係者への説明会開催経費

一般競争入札

（株）ステージ 地方開催説明会開催経費

1.7百万円

0.1百万円 0.19百万円 0.28百万円

飲料・食事代経費

課長 首席事務官

0.47百万円

東京ＥＰＡシンポジウム 農業に携わる地方関係者との意見交換

（株）クレアート 鹿児島県視察 東北地方視察

0.04百万円 0.06百万円

・出張に係わる経費 ・出張に係わる経費

事務官 事務官

0.09百万円 0.06百万円

・出張に係わる経費 ・出張に係わる経費

事務官 事務官



計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 1.7 計 0

　　消費税 0.1

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

　　事務用品経費 0.0

　　パネラー謝礼 0.2

　　雑費、予備費､運営管理費 0.1

　　セミナー議事録作成経費 0.1

　　機械類の設置・運用等経費 0.4

　　人件費 0.3

　　外務省連絡室設営等経費 0.1

　　昼食（弁当・飲料）に係る経費 0.1

（株）ステージ

　　会場設営経費 0.1

　　事前準備経費 0.2

費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている
者について記
載する。使途と
費目の双方で
実情が分かる
ように記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）

（委託業務概要）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

外部委嘱



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

本年が先進国・地域のボゴール目標達成期限であることを踏まえ、ポスト･ボゴールのAPECの新たなビジョンの策定
に向けて、議長である我が国がイニシアティブを発揮することが求められており、これらの検討を行うに当たり、ビジネ
ス界、学識経験者等の有識者から意見を伺い、その結果をとりまとめ、政府の政策の企画・立案の参考とする。

担当部局 経済局 担当課室 アジア太平洋経済協力室 室長　佐々山　拓也

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0549

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名
ＡＰＥＣの新たなビジョンに関する有識者会議開

催経費
案件開始

年度
平成２１年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第四条第一項

関係する計
画、通知等

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

1994年11月、インドネシアAPEC首脳会議にて、先進国・地域は2010年までに、途上国・地域は2020年までに、自由で
開かれた貿易及び投資を達成するというボゴール目標が合意された。本年は、先進国・地域のボゴール目標達成年で
あり、我が国は本年APECの議長として、他のエコノミーとも協議の上、右目標の達成状況の検証作業に加え、ボゴー
ル目標達成後のAPECの方向性を定める新たなビジョンを示すことが求められている。以上を踏まえ、2010年日本
APEC閣僚会議・首脳会議の主要な成果とすることを念頭に入れ、ビジネス界、学識経験者等のAPEC関係者で構成さ
れる有識者より、ボゴール目標に続く新たなAPECのビジョンについて意見を伺い、その結果をとりまとめ、政府の政策
の企画・立案の参考とする。

実施状況

１．請負業者事項：調査研究、報告書作成、（会議1回）
２．必要人員：研究員1名、研究助手1名、研究会主査1名、委員1名
３．成果物：報告書作成経費（400字原稿120枚）、報告書編集、印刷製本（40部）、郵送
４．運営諸経費：その他諸経費（国内交通費、資料代、文房具等）

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 0 0 3

23年度要求

予算額(当初） 0 0 3 1 0

執行率

費用総額(執行ベース) 0 0 2

0.0% 0.0% 80.4%

執行額 0 0 2

補
　
記

本件は、日本APECの年に一つの目標の達成状況が報告される極めて重要な案件の検証、報告及び新たなビジョン策定のため
の経費であり、日本がイニシアティブを取り、日本APECのフォローとしてつないでいくものである。それだけに予算の要求からそ
の変化に対応していくことで適切な執行を目指す。

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

平成21年度からの新規案件であるが、委嘱先からの成果物及び請求関係書類から使途については、全て把握でき、
今回の委嘱先である日本国際問題研究所では、人的資源以外は全て同研究所自身で行っており、適切な執行となっ
ている。

見直しの
余地

第一回目の会合であるが、高級実務者会合、閣僚会議・首脳会議と続く中、本報告書を検証し、新たなビジョンが作成
されていく中で、今後の本件の在り方について考慮していく必要がある。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

廃止



資金の流れ
(資金の受け取

り先が何を
行っているか
について補足

する)
(単位:百万円)

外務省
2百万円

APEC地域の新たな成長戦略と
具体的プログラムの策定

【企画競争】

A．（財）日本国際問題研究所
2百万円

APEC地域の新たな成長戦略と
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定のための調査委

託

【競争性のない随意契約】 【競争性のない随意契約】

主査（大学教授）
0.3百万円

委員（准教授）
0.2百万円

研究会主査
及び報告書原稿料

研究会委員
及び報告書原稿料



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている
者について記
載する。使途と
費目の双方で
実情が分かる
ように記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

人件費
研究者、補助者、研究会主査、委員 1.0

報告書作成 0.4

その他 国内交通費、文房具代、郵送料等 0.4

資料購入費 経済関係出版物及び資料等の購入費 0.2

計 2.0 計 0.0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0.0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

日・ＥＵビジネス・ラウンドテーブル(BRT)が毎年作成し、日・ＥＵ両首脳に対して提出される提言書に対する政府回答
（プログレス・レポート）の英訳作成費用及び、投資促進に関して在日欧州ビジネス協会（EBC）、在京EU代表部、経団
連、政策投資銀行をはじめとする在日欧州産業関係者や投資促進を目的とする機関の関係者との間で、日ＥＵ投資の
一層の拡大のための方策について幅広く議論することを目的としている。（関係者が持ち回りで、昼食会形式で年6回
程度行うことが通例となっている）

担当部局 経済局 担当課室 欧州連合経済室 課長　曽根　健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0550

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名
日・ＥＵ間の投資促進に関する民間企業等との

協議に係る経費
案件開始

年度
平成１８年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第四条第一項

関係する計
画、通知等

執行額 0.9 0.6 0.9

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

ＢＲＴは、日欧の産業界のトップで構成される民間セクターの日欧対話のフォーラム。BRTは、過去10回にわたって政
府に対する提言を作成し、毎年開催する本会合で採択をしたのち、日EU首脳に提出してきている。外務省から右会合
には政治レベルが出席しており、また日EUは、定期首脳協議の共同プレス声明などで、BRTからのインプットを評価し
ている。よって、日EUの投資環境整備への取り組みについて報告書を作成し、産業界にフィードバックすることは重
要。なお、EU側BRTメンバーは日本語を解さないので、提言書を英訳することは必須。

実施状況

ＢＲＴの提言書に対する政府回答の英訳。
7月6日ｰ10日　首席事務官のブリュッセル出張。
経産省主催ランチ（11月10日）への課長の参加費。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 2.0 0.5 2.0

23年度要求

予算額(当初） 2.0 0.5 2.0 0.6 2.0

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

ＢＲＴの提言書に対する政府回答の英訳の質については、各担当及び各省の関係者も毎回チェックを入れており、より
正確な英語表現となっている。

見直しの
余地

出張における航空賃もディスカウントクラスを利用するなど節約に努めている。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 0.9 0.6 0.9

46.1% 108.1% 38.1%

補
　
記

平成２１年度にブリュッセルへ２人出張したが、一人分については他の案件と併せて行ったので経費節約となった。



資金の流れ
(資金の受け取

り先が何を
行っているか
について補足

する)
(単位:百万円)



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている
者について記
載する。使途と
費目の双方で
実情が分かる
ように記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

日中韓三国首脳は、それぞれの国において直接投資の促進が各国経済の発展には極めて重要であるとの認識のも
と、平成１９年１月に日中韓投資協定交渉の開始に合意し、それ以降交渉会合が開催されている。
上記会合に併せ、投資に係るビジネス環境改善会議が開催され、三国間の政府間メカニズムを通じて協議を行ってい
る。

担当部局 経済局 担当課室 経済連携課 課長　塚田　玉樹

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0551

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 日中韓投資協定締結に向けた交渉関係経費
案件開始

年度
平成２１年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

外務省設置法第４条一．ロ
関係する計
画、通知等

　

執行額   0.3

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

平成２１年度は、日中韓投資協定の締結に向けた具体的作業を更に前進させるとともに、ビジネス環境改善の方途に
ついても政府間で活発な議論を行う。

本件会合は、韓国、中国、我が国において交互に開催される。

実施状況
平成２１年度における海外での開催は、韓国で１回、中国で２回の開催となった。
それぞれの会合には、我が方からの出席者を最小限とするとともに、大使館のロジ支援を仰ぐことにより、海外でのロ
ジ経費の節約が可能となった。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後）   2

23年度要求

予算額(当初） 　 　 2 1 1

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

出張旅費の支給については、航空賃の見積もり合わせを行ない、適正な料金の適用を図るとともに、日当宿泊料につ
いては、国家公務員等の旅費に関する法律に沿って支給している。

出張先のロジ・アレンジについては、本省より大使館への指示を出し、大使館が準備を進め、経費支出については、大
使館において適正に執行されている。

見直しの
余地

韓国及び中国は、地方経済の活性化や将来的な地方企業の投資誘致を念頭に、自国で開催される本件会合につい
ては、首都以外の地方都市で開催することを希望していることとの対比で、我が国開催分についても今後同様に対応
を検討することが求められており、今後の開催については、ロジ経費支出の増加も見込まれる。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース）   0.3

  13.8%

補
　
記



0.04百万円 0.03百万円

・応援出張に係る経費 ・携帯電話借り上げに係わる経費 ・車両借り上げに係わる経費

（上海会合） （上海会合）

資金の流れ
(資金の受け取

り先が何を
行っているか
について補足

する)
(単位:百万円)

在外経費

0.3百万円

日中韓投資協定関係経費

担当官（E） 携翔貿易（上海）有限公司 上海綿江旅游有限公司

0.2百万円



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている
者について記
載する。使途と
費目の双方で
実情が分かる
ように記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

欧州委員会及びＥＵ加盟国の経済関係分野の実務者を本邦に招へいし、相互理解の促進を図ることを目的としてい
る。

担当部局 経済局 担当課室 欧州連合経済室 課長　曽根　健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0552

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 欧州委員会等実務者招へい
案件開始

年度
平成４年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第四条第一項

関係する計
画、通知等

執行額 2.0 2.0 2.0

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

ＥＵの諸政策の中には、環境規制や監査法人の登録など今後の日本企業の活動に大きな影響を及ぼすものも多いと
ころ、これらの政策が日本の利害を考慮しないまま決定されることのないよう、政策決定に影響力を持つ欧州委員会
及びＥＵ加盟国の実務者を招聘し、日本の実情・政策及び意志決定の仕組み等を日本側関係者との意見交換を通じ
て理解してもらうよう努める。さらに、招聘を行うことにより、欧州委員会と我が方代表部の間に様々なパイプが構築さ
れ、欧州側の政策の変更について十分事前に我が方が情報を得、効果的な各種働きかけに反映させる。

実施状況

平成２１年度には、マルセル・ハアグ欧州委員会事務総局D２課長（域内市場、気候変動担当）を招へいし、環境、競争
政策、金融政策の重大な政策課題について、相互理解を図るとともに、首脳協議で合意された今後の関係強化に向け
た取組みの推進を図った。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 1.0 2.0 1.0

23年度要求

予算額(当初） 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

招へい接遇業者については毎年一般競争入札によって決定し、不必要な支出がないかを細かくチェックしている。

見直しの
余地

ディスカウント・ビジネスの利用など、経費節減努力も行っている。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

廃止

費用総額(執行ベース) 2.0 2.0 2.0

106.1% 116.3% 105.1%

補
　
記



資金の流れ
(資金の受け取

り先が何を
行っているか
について補足

する)
(単位:百万円)



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている
者について記
載する。使途と
費目の双方で
実情が分かる
ように記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



1

案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

　２００５年３月より全在外公館において、知的財産担当官が指名されているところ、各担当官の知的財産問題への対
応能力の向上を図るべく、知的財産担当官が一堂に会する会議を開催し、在外公館の各担当官同士の認識の共有を
促進するとともに、知的財産の専門的な知識を有する外務省本省担当者やジェトロ、民間企業担当者をも交えた意見
交換を実施するための旅費等。

担当部局 経済局 担当課室 国際貿易課 課長　　飯島　俊郎

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済等に関する取組に必要な経費

案件番号 0553

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 在外公館知的財産権侵害対策経費
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

外務省設置法第４条第１項
外務省設置法第４条第２項
外務省設置法第４条第３項

関係する計
画、通知等

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

　知的財産担当官の個別具体的な問題への対応能力向上のためには、問題発生地域内における担当官同士で問題
意識や成功例の共有等のための意見交換を図ることが有効である。このため、地域別に担当官会議を開催することに
より、在外公館の各担当官同士の認識の共有を促進するとともに、知的財産の専門的な知識を有する外務省担当者
も交えた意見交換により各担当官の知的財産問題への対応能力の向上を図る。

実施状況 　知的財産担当官会議を２回開催。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 2 1 1

23年度要求

予算額(当初） 2 1 1 2 0

執行率 51.8% 103.6% 94.9%

執行額 1 1

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

　知的財産担当官会議に出席する在外公館の知的財産担当官の旅費として支払われるもの。本省からの会議開催案
内を受け、該当する在外公館から見積書を元にりん請がなされる。会議には本省からも出張者がおり、在外公館から
の出席を確認している。会議開催後、精算している。

見直しの
余地

引き続き、適切な予算執行に努める。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 1 1 1



資金の流れ
(資金の受け取

り先が何を
行っているか
について補足

する)
(単位:百万円)

【旅費経費】

外務省 Ａ．職員（１４名）

１．３百万円 １．３百万円

知財担当官会議出席旅費



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている
者について記
載する。使途と
費目の双方で
実情が分かる
ように記載）

Ａ：職員（１４名） Ｅ．

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

旅費 日当・宿泊、航空賃（１４名分） 1.3

計 1.3 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

Ｃ． G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

Ｄ． H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

世界経済において重要性が高まると見られるテーマについて、外部からの知見を活用することにより、職員の分析能
力や知見を高め、以てＧ８やＧ２０等の重要な国際会議に備えることを目的とする。

担当部局 経済局 担当課室 国際経済課 課長　曽根健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0554

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 国際経済調査研究会開催費
案件開始

年度
平成19年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第１項ロ

関係する計
画、通知等

－

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

重要性の高い分野を専門とする有識者を学会や関係業界から選定し、有識者と当省関係者による研究会を省内会議
室等において開催する。
研究会終了後、各々の有識者から提出されたレポートを元に報告書を作成する。

実施状況
平成21年度は金融規制強化に関する調査研究を野村資本市場研究所に委託。
（平成20年度のテーマはＩＭＦ改革）

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 1 1 1

23年度要求

予算額(当初） 1 1 1 1 0

執行率

費用総額(執行ベース) 0.0 1 0.7

0.0% 94.2% 77.0%

執行額 0.0 1 0.7

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

支出先に委託した調査研究は当方が求める仕様を十分に満たしており、本案件の実施目的は十分に達成された。
本案件の支出先及び使途については十分に把握しており、特に問題はない。

見直しの
余地

本事業は当課にとって必要不可欠であり、これまでに十分な成果が得られている。
本件経費は見積もり合わせ等により決まってくるので、それに見合った予算が必要となる。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

抜本的改善(国際経済調査研究費へ統合）



資金の流れ
(資金の受け取

り先が何を
行っているか
について補足

する)
(単位:百万円)

外務省

0.7百万円

【競争性のない随意契約】

Ａ．（株）野村資本市場研究所

0.7百万円

〔
金融規制強化に関する調査業
務委託

〕



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている
者について記
載する。使途と
費目の双方で
実情が分かる
ように記載）

A.経済調査員 E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

ＥＵに特化した情報提供サービスの契約にかかる経費。欧州経済統合情報センターは、欧州経済に関する最新情報
や欧州委員会作成の規則等など、欧州に関する情報を分析し、省内、関係省庁はもとより、企業関係者や学界の方々
に対して、適宜提供すると共に、各種照会に対応することを目的としている。

担当部局 経済局 担当課室 欧州連合経済室 課長　曽根　健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0555

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 欧州経済統合情報センター
案件開始

年度
平成４年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第四条第一項

関係する計
画、通知等

執行額 1.0 1.0 1.0

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

近年のインターネットの普及により、従来は入手困難であった情報をインターネット経由で入手（有料）できるようになっ
てきていることを踏まえ、平成１９年より従来の国内経済情報サービスに代えて新たに３社とインターネット契約を行っ
た。これらのサービスにおいては、ＥＵ域内に活動拠点を置きＥＵ関係者に強力なネットワークを構築しており、その
時々のトピックをタイムリーにフォローしているため、経済、政治、社会等多様な観点からＥＵに特化した質の高い情報
及び分析を得ることが可能となった。

実施状況

Europolitics,Europeanvoice,Agence Europe(Bulletin Quotidien Europe)の3契約を締結。日本では入手の難しい詳細な
情報を、省内各課や関係省庁・企業関係者にタイムリーに発信した。また、欧州経済統合情報センターにて、欧州経済
の動向や欧州の金融安定化策・景気対策に関しての分析結果を官邸等に配布。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 1.0 1.0 0.9

23年度要求

予算額(当初） 1.0 1.0 0.9 0.9 0.4

執行率

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

担当者がニュースレターを利用し常時フォロー、関係情報は適宜発信という運用方針。
また、検索機能を利用し、重要な事案や照会のあった事項については現地報道ぶりを同時に分析した。

見直しの
余地

契約ＩＤ数の見直しを図ると同時に、定期的な情報発信の体制を整える等、より効果的な運用を検討する。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

抜本的改善（事業見直し，単価見直しによる減）

費用総額(執行ベース) 1.0 1.0 1.0

89.0% 100.5% 101.9%

補
　
記



資金の流れ
(資金の受け取

り先が何を
行っているか
について補足

する)
(単位:百万円)



費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている
者について記
載する。使途と
費目の双方で
実情が分かる
ように記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



案件の目的
（目指す姿を

簡潔に。
3行程度以内）

経済戦略大綱において、「アジア諸国との経済連携協定（ＥＰＡ）の早期締結等東アジア圏の構築に向けた経済連携の
取組」が項目のひとつに挙げられており、「遅くとも２０１０年には我が国全貿易額に占める割合が２５％以上になって
いること」が期待されている。
その一環として、ＥＰＡ交渉業務の円滑を実施のため、ファクシミリ一斉同報送信システムを利用する。また、毎年更
新・出版される関税率表やその他ＥＰＡ交渉業務に必要な書籍・資料を入手する。

担当部局 経済局 担当課室 経済連携課 課長　塚田　玉樹

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0556

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 自由貿易協定・経済連携協定関係事務費
案件開始

年度
平成１９年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条一．ロ

関係する計
画、通知等

今後の経済連携協定の推進についての基本方針
経済成長戦略大綱

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

ＥＰＡ交渉では、国内各省庁と業務に必要な連絡や対処方針の協議を迅速に行うために、ファクシミリを利用して文書
を一斉に送付する必要があり、平成１７年度にファクシミリ一斉同報送信システムを導入したところ、支障なく運用が可
能となるように保守契約が必要である。
更に、ＥＰＡ交渉を進めるにあたり、毎年最新の関税率のデータを入手することが不可欠である。また、ＥＰＡ交渉の参
考となる各種書籍・資料を入手することが必要である。

実施状況
購入実績としては、ＥＰＡ交渉に必要な資料である実行関税率表，ゼーラム２００８，関税六法，投資白書，国際条約集
があり，執務参考用としては，日経ビジネス，ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉，六法全書他がある。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 0.7 0.7 0.7

23年度要求

予算額(当初） 0.7 0.7 0.7 1.0 1.1

執行率

費用総額(執行ベース) 0.6 0.5 0.5

93.0% 61.3% 68.0%

執行額 0.6 0.5 0.5

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

（１）一斉同報送信システムは、省内のシステムの変更等もあり、平成２１年度からファクシミリの使用を中止しており、
予算は執行していない。平成２２年度予算から削除。

（２）税率表、執務に必要な書籍等の入手は、会計課の一元管理のもとで見積り合わせを実施の上、適正な業者により
納品されている。

見直しの
余地

ＥＰＡ交渉の分野が増えることに伴い，必要とされる資料が増加している。
平成２２年度は，交渉相手国が第３国との交渉において決定される関税データの入手が必要となる。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持



資金の流れ
(資金の受け取

り先が何を
行っているか
について補足

する)
(単位:百万円)

外務本省

0.5百万円

経済連携の推進に係る執務参考資料経費

【競争性のない随意契約】 【競争性のない随意契約】 【競争性のない随意契約】

（株）紀伊国屋書店 （財）日本関税協会 （株）文研堂書店

0.4百万円 0.0百万円 0.1百万円



使　途
金　額

(百万円）

費目・使途
（「資金の流

れ」においてブ
ロックごとに最
大の金額が支
出されている
者について記
載する。使途と
費目の双方で
実情が分かる
ように記載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

計 0 計 0



108%

執行額 0.8 0.7 0.7

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

セミナー参加に対する受付業務、当日の受付等の運営、同時通訳、通訳機器の運用等に対し委託を行っているが、右業
務については、外務省職員で行う場合人的負担が大きいまたは外務省職員では不可能であり、委託することが適当と考
えられる。

見直しの
余地

セミナーを開催するにあたり、委託する内容は最小限にとどめており、これ以上の縮小は不可能と考える。
本資料を電子で掲載するなどして、本セミナーに代わる公表手段を考える余地は考えられるが、そのためには「物品にか
かる政府調達手続きについて（運用指針）」の改正が必要。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

平成６年３月、アクション･プログラム実行推進委員会にて決定された「物品にかかる政府調達手続きについて（運用指
針）」に基づき、会計年度の可能な限り早い時期において、外務省主催にて、今年度我が国政府が予定すると見込まれる
一定額以上の調達予定案件につき、内外の共有者を対象としたセミナーを開催する。

実施状況
平成２１年４月１３日に三田共用会議所において本セミナーを開催し、国内企業・機関より４１名、国外企業・機関より４９
名、計９０名の参加を得た。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 0.6 0.6 0.6

23年度要求

予算額(当初） 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7

執行率

費用総額(執行ベース) 0.8 0.7 0.7

131% 108%

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

国内外の企業が我が国の政府調達制度に関する理解を深め、円滑な参入を図るため。

担当部局 経済局 担当課室 政策課 課長　市川　とみ子

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0557

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 政府調達手続きに関する説明会に要する経費
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

政府調達に関するアクションプログラム
関係する計
画、通知等

物品にかかる政府調達手続きについて（運用指針）



〔セミナー準備〕

外務省

0.6百万円

〔政府調達セミナー開催〕

【競争性のない随意契約】

（株）インターグループ

0.0百万円

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)

【競争性のない随意契約】

（株）ＩＬＣＣ ニッサン企業株式会社

0.6百万円 0.1百万円

〔セミナー運営〕 〔同時通訳機器レンタル費〕



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）



補
　
記

平成21年度機構改革によりアジア欧州協力室は欧州局へ移管された。（平成22年度は、欧州局予算。）

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

見直しの
余地

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

費用総額(執行ベース) 0 0.1 0

0.0% 13.0% 0.0%

執行額 0 0.1 0

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

平成１７年５月に我が国で開催された第７回ASEM外相会合で設置が合意され、平成１８年９月のASEM第６回首脳会合
で立ち上げられたASEMヴァーチャル事務局の平成２１年度における維持管理費
　（ASEAN事務局に対し、関係業者へのシステム管理の委託を行う事務を実施させるための経費）

実施状況 当該AVSの維持・管理はASEAN事務局が行っており、平成２１年度はASEAN事務局の予算で対応できたため。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 0.8 0.8 0.6

23年度要求

予算額(当初） 0.8 0.8 0.6 0 0

執行率

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

ASEMヴァーチャル事務局は、ASEMには常設事務局がないことから、できる限り効率的・効果的な事務局機能を設置す
るとの観点から設置されたものであり、調整国を中心とするASEM全体の調整と情報共有の容易化が目的である。

担当部局 経済局 担当課室 アジア欧州協力室 大久保　雄大

会計区分 一般会計 上位政策 分野別外交費

案件番号 0558

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 ASEMヴァーチャル事務局維持管理経費
案件開始

年度
作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第4条三
関係する計
画、通知等

設置合意：第7回ASEM外相会合（平成17年5月於：京
都）
立ち上げ：第6回ASEM首脳会合（平成18年9月於：ヘ
ルシンキ）



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）



補
　
記

フェーズ3審査は2010年から開始される予定であり，日本がニュージーランドと共に主要審査国となる対独審査に関しては，2010年
秋に訪問審査，2011年3月に贈賄作業部会本会合での審査を行うべく現在調整中である。
平成２３年度には，日本が被審査国となる予定であり，審査謝金に加え，被審査国（日本）及び本会合（パリ）における審査の際に通
訳を手配する必要がある。

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

2009年には実施されなかったため評価は困難。

見直しの
余地

2009年には実施されなかったため評価は困難であるが，本件審査には高い専門性を有する大学関係者を審査員として
派遣することが引き続き必要と思われる。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) - - 0.0

- - 0.0%

執行額 - - 0.0

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

ＯＥＣＤ贈賄作業部会では，OECD外国公務員贈賄防止条約に基づき，締約国間で相互審査を実施しており，条約加盟
国は，被審査国として審査を受けるとともに，審査側としても，他の締約国の主要審査国として，審査することが義務づけ
られている。これまで，我が国が審査団を務める際には，本件審査の専門性の高さに鑑み，審査員として，当省，法務
省，財務省等の担当官に加え，刑法，刑事訴訟法，国際刑法等を専門とする専門家に参加を依頼してきている。なお，審
査は，被審査国に赴く訪問審査と，贈賄作業部会本会合（パリにて実施）での審査が行われることから，専門家を両審査
に出席させることが必要である。

実施状況

相互審査については，これまでフェーズ１（本条約と国内担保法の整合性の審査），フェーズ２（国内担保法の実効性の
審査）が行われ，2009年からはフェーズ３（フェーズ２審査のフォローアップ及び執行面に重点を置いた審査）が始まる予
定であったが，フェーズ3で審査すべき内容に関する議論が長引いたため，結局フェーズ3審査は2009年には行われな
かった。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） - - 0.4

23年度要求

予算額(当初） - - 0.4 0.4 0.4

執行率

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

OECD贈賄作業部会において「OECD外国公務員贈賄防止条約」の各締約国の条約履行状況を把握するため締約国間
で行っている相互審査に際し，高い専門性を有する大学関係者を審査員として派遣し，我が国の締約国としての義務を
果たすとともに，我が国の審査の信頼性を高めることを目的とする。

担当部局 経済局 担当課室 経済協力開発機構室 室長　清水享

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0559

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名
ＯＥＣＤ外国公務員に対する贈賄防止条約審査
謝金

案件開始
年度

平成21年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第４条第１項ロ
関係する計
画，通知等

OECD外国公務員贈賄防止条約（99年発効）



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）



補
　
記

近年、世界経済のグローバル化及び新興経済国の台頭に伴い、日米欧は、知的財産権の高次の保護と厳格な執行を有する本分
野でのグローバルリーダーとして、互いに緊密な連携を続けている。日・ＥＵ間では、２００３年の日・ＥＵ定期首脳協議での決定を踏
まえ、同年より毎年「知的財産権に関する日・ＥＵ対話」を開催し、模倣品・海賊版対策に加え、ビジネス界の要望が強い特許の国際
調和、著作権補償金問題、及び執行面で重要な税関協力などの重要問題について専門的な協議が続けられている。特に、２００７
年の日・ＥＵ定期首脳協議において合意された「知的財産権の保護と執行に関する日ＥＵ行動計画」の実施のための協議枠組みとし
て本対話は定期的に開催される必要がある。

本会合を通じた働きかけの結果、我が国産業界の要望が強い特許分野において、これまで４カ国のＥＵ加盟国との特許審査迅速化
取極（「特許審査ハイウェー」）が実施された。また、中国等の５カ国で日・ＥＵ政府間の知財侵害に関する情報交換ネットワークが立
ち上がり、企業支援を実施している。

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

案件実施に当たっては、担当官が会議及び会食場所に出席し、業務委託を行った通訳の技術水準や会食の状況をの把
握を行った。

見直しの
余地

議題の構成や会合開催時間の工夫を行い、会合時間を短縮し、昼食またがずに会合を開催することが可能になれば、通
訳謝金や会食費などの経費を節減できる見込みが高い。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

費用総額(執行ベース) 0.4 0.0 2.0

84.8% 0.0% 395.6%

執行額 0.4 0.0 2.0

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

2003年の日・EU定期首脳協議での首脳間の合意に基づき、2004年より年1回ブリュッセルと日本で交互に開催されてい
る。本会号では、模倣品・海賊版問題、特許、著作権等、知的財産権に関する日EU間および多国間で取り組むべき広範
な事項について意見交換が行われる。出席者は、外務省及び欧州員会貿易総局から共同議長として出席者があると友
に、必要に応じ関係各省の専門家が会合に出席して意見交換、情報共有を行う。

実施状況

当初､平成21年3月に開催が予定されていたブリュッセルでの第6回会合の日程が4月に変更となったため、課長及び担
当官がブリュッセルに出張した。平成22年3月18日には、東京（外務省会議室）において第7回会合を開催。EU側はシノ
ヴィエッツ貿易総局局長及び駐日EU代表部経済部部長他が参加し、我が方は、外務省、経産省、財務省、特許庁、文化
庁、総務省から出席者を得、延べ40人超が会合に出席した。同会合においては、模倣品・海賊版問題、特許、著作権等、
知的財産権に関する日EU間および多国間で取り組むべき広範な事項について意見交換が行われ、日EU双方は、次回
会合までに、本会合において議論された事項を適切にフォローアップしていくことで合意した。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 0.5 2.0 0.4

23年度要求

予算額(当初） 0.5 2.0 0.4 0.4 2.0

執行率

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

知的財産保護に関する日・ＥＵ協力対話を本邦で開催し、日EU間の情報交換の促進、協力強化を行うことを目的としてい
る。

担当部局 経済局 担当課室 欧州連合経済室 課長　曽根　健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0560

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 知的財産保護に関する日・ＥＵ協力対話
案件開始

年度
平成１６年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第四条第一項
関係する計
画、通知等

知的財産権の保護と執行に関する日・EU行動計画
（平成19年日EU定期首脳協議で採択）



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）



77.2%

執行額 0.2 0.2 0.3

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

パソコンの賃貸業者１社と通信回線業者１社の２社との契約で、パソコンの賃貸料については、平成２０年度より平成２２
年度まで変更のない定額となっている。

見直しの
余地

昨今の外務省オープンＬＡＮサーバーは、スピードアップ、メール送受信の可能容量のＵＰ、サーバー容量の大幅な向上
等をしているため、来年度以降については、オープンＬＡＮにＡＰＥＣのアカウントを設置し、メールの送受信が可能となる
か検討する余地がある。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

現状維持

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

我が国を含めた全てのＡＰＥＣ参加エコノミーは事務局所在地に専属の代表部・事務所を設置していないため、ＡＰＥＣ事
務局及び参加エコノミーが発信する情報の伝達は全て電子メールで行ってきている。
更にＡＰＥＣでは、関連会合（首脳・閣僚会議、高級実務者会合等）におけるロジ資料、日程等に関する情報等を各開催ホ
ストエコノミーが開設したサイトに接続し、情報の収集を行い、また出席者登録についても、個人データ及び写真等を電子
的に送付するインターネットレジストレーション方式が取られており、右やりとりを全て電子メールで行うことが各参加エコ
ノミーに要求されている。

実施状況
パソコンの賃貸会社及び通信回線業者と一年間の契約を結び、１台のパソコン賃借料（定額）及び回線の使用料を支出
している。
使用状況は、適宜当室員が来信メールをチェックし、またこちらからの情報発信等に活用している。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 0.2 0.2 0.2

23年度要求

予算額(当初） 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

執行率

費用総額(執行ベース) 0.2 0.2 0.3

81.8% 112.8%

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

我が国外務省にＡＰＥＣ国際事務局及びＡＰＥＣ参加各国エコノミーとの情報交換のためのＡＰＥＣ専用回線を置き、ＡＰＥ
Ｃに関するメールの送受信（個別の担当官各々の担当案件を除く）をこちらでおこなう。特に本年は大きな容量のメールの
やりとりが予想され、個人のメールでは負担がかかるため、これを避けることが出来る。

担当部局 経済局 担当課室 アジア太平洋経済協力室 室長　佐々山　拓也

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0561

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 ＡＰＥＣ参加エコノミー間連絡体制関係業務経費
案件開始

年度
平成１８年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第四条第一項
関係する計
画、通知等



APECﾒｰﾙ送受信用ﾊﾟｿｺﾝの
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続回線の提供

資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)

外務省
0.3百万円

APEC参加エコノミー間の情
報伝達及び事務局との連絡
等

【競争性のない随意契約】 【競争性のない随意契約】

（株）住信リース
0.2百万円

（株）NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
0.2百万円

APECメール送受信用パソコ
ンのリース



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0.0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0.0 計 0

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）



補
　
記

総理及び大臣から日・ＥＵ・ＥＰＡに向けた「共同研究」を早期に立ち上げるべく指示が出ているところ、これに対する調査の一環とし
て本件は重要であり適切に執行していきたい。

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

研究会の内容・質の高さを確保するために、講師の選定に十分時間をかけており、また、講師のプレゼン内容等について
も、当課の担当と講師の間で事前に綿密な打ち合わせを行っている。

見直しの
余地

本件予算は講師への最低限の謝礼金及び会議費（会議用飲料）であるが、研究会の実施時間が短時間の場合は会議
用飲料を削減し節約する。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

廃止

費用総額(執行ベース) 0.1 0.1 0.1

68.1% 54.3% 27.4%

執行額 0.1 0.1 0.1

案件概要
（5行程度以
内。別添可）

平成１９年１月より２７ヶ国に加盟国が拡大したＥＵは、我が国の貿易・対外投資関係の相手国として益々重要性を増して
いる。ＥＵの諸政策の中には日本企業の活動に大きな影響を及ぼすものも多い（例えば環境規制）。また、ＥＵはその拡
大・深化に伴いグローバルスタンダード策定等にあたって影響力を増している。
　こうしたＥＵの経済諸制度、規制関連の現状、動向、見通し、我が国経済との関係について時宜にかなったテーマを選
び、それに相応しい研究者を講師に招いたＥＵ研究会を開催することは、研究者とのネットワークを構築しつつ、我が国の
ＥＵとの経済問題を中長期的視点から検討する観点から極めて有意義である。

実施状況

12月10日、講師にテュフ・ラインランド・ジャパン株式会社副社長を招いて「ＥＵの基準認証制度（ＣＥマーキングについ
て）」に関する研究会を開催。
3月31日、講師にＢＳＩグループジャパン株式会社製品認証事業本部本部長を招いて「日本のＱＭＳ審査の実態」等に関
する研究会を開催。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

予算額(補正後） 0.1 0.1 0.2

23年度要求

予算額(当初） 0.1 0.1 0.2 0.1 0

執行率

案件の目的
（目指す姿を
簡潔に。

3行程度以内）

ＥＵの経済諸制度、規制関連の現状、動向、見通し等について講師を招いて調査・研究することを目的にしている。

担当部局 経済局 担当課室 欧州連合経済室 課長　曽根　健孝

会計区分 一般会計 上位政策 国際経済に関する取組に必要な経費

案件番号 0562

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(外務省)

案件名 ＥＵ研究会
案件開始

年度
平成１７年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

外務省設置法第四条第一項
関係する計
画、通知等



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）




